
【ゴールドマン・サックス 米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド】
追加型株式投資信託／ファンド・オブ・ファンズ／自動けいぞく投資専用／信託期間無期限

目論見書
2005.4

■設定・運用は



 

 

1. この目論見書により行うゴールドマン・サックス 米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド（愛称

GS US ニュートラル）(以下｢本ファンド｣といいます。)の受益証券の募集については、委託会社

は、証券取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を平成 16 年 10 月 22 日に関東財

務局長に提出しており、平成 16 年 10 月 23 日にその届出の効力が生じております。 

2. 本ファンドは株式など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資しますの

で、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。 

 

 

●投資信託は預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありません。 

●投資信託は金融機関の預金と異なり、元本および利息の保証はありません。 

●投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。

●証券会社以外の金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではあ

りません。 

 

 

【金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項】 

本ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主に外国株式を実質的な投資対象としますの

で、組入株式の価格の変動や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響によ

り、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあり

ます。 

 

 

 

（注 1） 本書においてゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社を以下「委託会社」または「当社」といいます。ま

た、委託会社の指定する証券会社および登録金融機関を以下「販売会社」といいます。なお、文脈上別に解す

べき場合を除き、これらのためにお申込みの取次ぎを行う取次会社を含むものとします。 

（注 2） 本書において投資信託及び投資法人に関する法律（昭和 26 年法第 198 号。その後の改正を含みます。）を以

下「投資信託法」といいます。 

（注 3） 本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計として

表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。 
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1. ファンド概要

1-1. 商品概要 (1)

日本における営業日であり、かつ英国証券取引所、ニューヨーク証券取引所もしくはアイルラ
ンド証券取引所の休業日またはロンドン、ニューヨークもしくはダブリンの銀行が休業日でない

日とします。

ファンド営業日

原則として毎月20日を特定日とします。ただし、毎月18日以降にファンド休業日がある場合
には、特定日が21日以降となることがあります。詳しくはp.4「お取引カレンダー」および「7. お申
込手続き」をご参照ください。

特定日

外貨建資産については100％為替円ヘッジを基本とします。為替ヘッジ

原則として無期限信託期間

1,000億円を上限とします。募集総額

2004年10月23日から2005年10月13日まで
（注）募集期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

募集期間

2003年8月29日信託設定日

1ヵ月円LIBORベンチマーク

以下の外国投資信託の受益証券および外国投資証券（以下、単に「投資信託証券」とい
います。）を主な投資対象とします。

•ゴールドマン･サックス　米国株式マーケット･ニュートラル・ファンド Aクラス（以下「米国株式マー
ケット･ニュートラル･ファンド Aクラス」といいます。）

•ゴールドマン・サックス ファンズ・ピー・エル・シー - ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・
ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス（以下「US$リキッド・リザーブズ・
ファンド」といいます。）

各投資信託証券への投資比率は、原則として米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド Aク
ラスの組入比率を高位に保つものの、各投資信託証券への投資比率には制限を設けませ
ん。

主な投資対象

信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。ファンドのねらい

追加型株式投資信託／ファンド・オブ・ファンズ／自動けいぞく投資専用商品分類

ゴールドマン・サックス 米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド
（愛称：GS US ニュートラル）

ファンド名
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毎年2回、1月および7月の特定日とすることを原則とします。決算日

原則として毎決算期末

（分配金額は、委託会社が収益分配方針に従って、基準価額水準、市場動向等を勘
案して決定します。）

分配金は税金を差引いた後自動的に無手数料で全額再投資されます。

収益分配

基本報酬： 純資産総額に対して年率0.9975％(税込)

成功報酬： 委託会社は、基本報酬に加えて、ある特定日の基準価額（基本報酬
控除後、成功報酬控除前であるものとします。なお、成功報酬の計算
においては、収益の分配がなされた場合にもその影響は排除されるもの
とします。）が、その時点におけるハイ・ウォーターマークを超えた場合に
は、その超過額に対して26.25％(税込)の割合の成功報酬を受領しま
す。ある特定日におけるハイ・ウォーターマークとは、直前の特定日（あ
るいは信託設定日、以下同じ）におけるハイ・ウォーターマーク（信託設
定日の場合には1万口＝1万円）＋1ヵ月円LIBORによる増加分（直
前の特定日からの期間率、日割り計算）とします。

ある特定日において成功報酬が受領された場合には、以後の成
功報酬の計算について、当該特定日におけるハイ・ウォーター
マークは、同日の基準価額（基本報酬、成功報酬および分配金控
除後）とします。

信託報酬

純資産総額に対して年率0.05％を上限として定率で差引かれます。信託事務の諸費用

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社委託会社

日興シティ信託銀行株式会社受託銀行

1. ファンド概要

1-1. 商品概要 (2)

ゴールドマン・サックス 米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド
愛称：GS US ニュートラル
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1-2.  お買付けとご換金

ご換金価額は特定日の基準価額より信託財産留保額を控除した価額となります。ご換金価額

収益分配時の普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に対して個
人の受益者については10％、法人の受益者については7％の税率により源泉徴収されま
す。
詳しくは後記「8-2.課税上の取扱い」をご参照ください。

課税関係

原則として特定日から起算して5営業日目からとします。ご換金代金の
お支払い

1口以上1口単位ご換金単位

2.1％(税込)を上限として各販売会社が定める料率お申込手数料

販売会社が定める単位お買付単位

ご換金時に基準価額に対して0.2％信託財産留保額

お買付価額は特定日の基準価額となります。お買付価額

毎月の特定日の5営業日前の午後3時（国内の証券取引所の半休日は午前11時）を
受付締切日時として、当該特定日におけるお申込みを受付けます。
（注）販売会社によっては午後3時（半休日の場合は午前11時）より前に受付を締め切る場合がありますので、

各販売会社にご確認ください。

お買付け・ご換金の
お申込受付

1. ファンド概要
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2005年4月13日現在、委託会社が認識しうる2005年12月までのファンド休業日を考慮して作成した表で
す。上記は変更されることもありますので、必ず事前に販売会社までお問い合わせください。

お申込みの詳細については、販売会社にお問い合わせのうえ、ご確認ください。

9月29日（木）9月22日（木）9月14日（水）2005年9月

10月26日（水）10月20日（木）10月13日（木）2005年10月

11月29日（火）11月22日（火）11月15日（火）2005年11月

7月27日（水）7月21日（木）7月13日（水）2005年7月

8月26日（金）8月22日（月）8月15日（月）2005年8月

6月28日(火)6月22日(水)6月15日(水)2005年6月

4月26日（火）4月20日（水）4月13日（水）2005年4月

5月26日（木）5月20日（金）5月13日（金）2005年5月

12月28日（水）12月21日（水）12月14日（水）2005年12月

お取引カレンダー

ご換金代金
支払日

特定日お買付け・
ご換金の締切日

ゴールドマン・サックス 米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド
愛称：GS US ニュートラル

1. ファンド概要
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1-3.  投資対象とする投資信託証券の概要 (1)

ゴールドマン・サックス・マネジメント（アイルランド）リミテッド管理会社

現在のところ、分配を行わず、分配可能な金額を投資方針に従い再投資する方針です。分配方針

原則として毎年9月30日決算日

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー投資顧問会社

基本報酬： なし

成功報酬： なし

保管受託銀行に対する報酬等： 保管受託銀行は、基本保管報酬（月額10,000米

ドル）に加えて、財務書類作成および受託者コンプ

ライアンスサービスについて報酬を受領します。なお、
同基本保管報酬月額は、2005年4月13日現在　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適用される最低金額であり、運用残高が一定以上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に達した場合には残高に応じた金額が適用され、ま

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た事後的に変更されることもあります。さらに、保管

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受託銀行は、通信費等の実費を受領します。

その他の諸費用： ファンドにかかる事務の処理等に要する諸費用（監
査費用、法律顧問への報酬、名義書換事務代行
費用、印刷費用等を含みます。）は、ファンドより実
費にて支払われます。また、その他、株式等の売買
委託手数料等取引に要する費用、信託財産に関
する租税等もファンドの負担となります。

保管受託銀行に対する報酬等とその他の諸費用は、ファンド全体で負担し、各クラス（A
クラスのほか、Bクラスが既に設定されております。）に配分されます。

申込手数料： 本ファンドから買い付ける場合は不要

信託財産留保額*： 0.2％

信託報酬等

信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。投資目的

① 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％を超えない
ものとします。

② ショート・ポジションの総額は信託財産の純資産総額の100％以下とします。

③ 信託財産の純資産総額の10％を超える借入れは行わないものとします。

④ ポジションの構築に際してスワップ等のデリバティブ手法を用いる場合があります。

投資対象および
投資制限等

①　 主として米国株式に投資し、個別銘柄のロング（買い）・ポジションと、ショート（売り）・
ポジションを組み合せることにより、付加価値の実現を図りつつ、同時に、米国株式
市場全体の騰落からの影響を抑えるマーケット・ニュートラル戦略を行います。

② ゴールドマン・サックス・グループが経済合理性を追求することを目的として設計・開発
した計量運用モデルを用いた計量アクティブ運用を行います。

運用の基本方針

ゴールドマン・サックス　米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド Aクラス

米ドル建てアイルランド籍外国投資信託（契約型）

ファンド名

*本ファンドを解約される受益者が、本ファンドの信託財産留保額に加えて、米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド Aクラスの信託財産留保額を負担するわ
けではありません。実質的には、本ファンドを解約される受益者が負担した信託財産留保額に相当する金額が、本ファンドにおける解約代金支払いに対応する
ため米国株式マーケット・ニュートラル・ファンドAクラスを解約する際に同ファンドに留保されるものであり、同ファンドにおいて発生する取引コスト等をカバーするとと
もに同ファンドに投資するファンド間での公平を図ることを目的としています。

1. ファンド概要
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1-3.  投資対象とする投資信託証券の概要 (2)

現在のところ、分配を行わず、分配可能な金額を投資方針に従い再投資する方針です。分配方針

原則として毎年12月31日決算日

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー投資顧問会社

信託報酬： 年率0.35％（管理報酬・保管費用等を含みます。）を上限とします。

申込手数料： なし

解約手数料： なし

信託報酬等

元本と流動性を確保しつつ、最大限の収益を得ることを目標として運用を行います。投資目的

① 主に米ドル建ての短期の市場性を有する金融市場証券に分散投資することにより、元本と流
動性を確保しつつ最大限の収益を追求します。

② 投資する債券および金融市場証券は、投資時においてスタンダード・アンド・プアーズによりAA
格もしくはA-1格またはこれ以上あるいは、ムーディーズによりAa格もしくはP-1格またはこれ以
上と格付けされるものとします。

③ 購入時において満期まで13ヶ月未満の証券、証書および債務(ただし、変動利付および変更
可能利付債務については2年以内）に投資し、90日未満の加重平均満期を維持します。

運用の基本方針等

ゴールドマン・サックス　ファンズ・ピー・エル・シー ‒ ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファン
ド　インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス

米ドル建てアイルランド籍外国投資証券

ファンド名

ゴールドマン・サックス 米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド
愛称：GS US ニュートラル

1. ファンド概要
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2. ファンドのポイント

本ファンドの特徴

2-1. ファンドの特徴 (1)

運用にあたっては、以下の投資信託証券に投資を行います。

•米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド Aクラス
•US$リキッド・リザーブズ・ファンド

各投資信託証券への投資比率は、資金動向および投資対象となる各ファンドの収益性等を勘案して決定するものと
し、原則として米国株式マーケット・ニュートラル･ファンド Aクラスの組入比率を高位に保つものの、各投資信託証券へ
の投資比率には制限を設けません。

（注1 ） 損益はすべて投資家である受益者に帰属します。
（注2 ） 米ドル建て投資信託証券への投資にあたっては、原則として100％為替円ヘッジを行います。

1. マーケット・ニュートラル（市場中立）戦略により、米国株式市場全体の動向に影響を受けない（＝中立な）
収益を追求します。

2. 個別銘柄の買い持ちと売り持ちを組合せることにより、マーケット・ニュートラル戦略を実行します。

3. 株式、債券の市場動向との低い連動性が期待されます。

4. ゴールドマン・サックスが開発した計量モデルによる運用を行います。

5. 投資対象は投資信託証券を通じ、主として米国株式とします。

6. 外貨建資産については100％為替円ヘッジを基本とし、為替変動リスクの低減を図ります。

7. ベンチマークである円短期金利（１ヵ月円LIBOR*）を上回る収益を追求します。

8. 設定・解約は月1回の特定日にのみ可能です。

* LIBORとは、London Inter-Bank Offered Rate（ロンドンのユーロ市場における銀行間出手金利）のことで、主に短期金利の指標として用いられて
います。

（注）市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。

ゴールドマン・サックス
米国株式

マーケット・ニュートラル・
ファンド

牛若丸
GS・日本株

マザーファンド

ベビーファンド マザーファンド

買付・解約

お申込み

収益分配金

償還金

解約代金

損益 損益

投資投資

投資家（受益者）

米国株式
マーケット・ニュートラル・

ファンド Aクラス
（米ドル建て）

本ファンド 投資信託証券

牛若丸
GS・日本株

マザーファンド

マザーファンド

損益 損益

投資投資

US$
リキッド・リザーブズ・

ファンド
（米ドル建て）

投資信託証券
牛若丸
GS・日本株

マザーファンド

マザーファンド

米ドル建て
短期金融市場証券

主な投資対象

牛若丸
GS・日本株

マザーファンド

マザーファンド

米国株式

主な投資対象

ゴールドマン・サックス
米国株式

マーケット・ニュートラル・
ファンド

牛若丸
GS・日本株

マザーファンド

ベビーファンド マザーファンド

買付・解約

お申込み

収益分配金

償還金

解約代金

損益 損益

投資投資

投資家（受益者）

米国株式
マーケット・ニュートラル・

ファンド Aクラス
（米ドル建て）

本ファンド 投資信託証券

牛若丸
GS・日本株

マザーファンド

マザーファンド

損益 損益

投資投資

US$
リキッド・リザーブズ・

ファンド
（米ドル建て）

投資信託証券
牛若丸
GS・日本株

マザーファンド

マザーファンド

米ドル建て
短期金融市場証券

主な投資対象

牛若丸
GS・日本株

マザーファンド

マザーファンド

米国株式

主な投資対象
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2. ファンドのポイント

2-1.  ファンドの特徴 (2)

4 これまでの一般的な株式投資では、ファンドの運用成績は、株式市場全体の動きに大きく影響を受ける傾向
があります。

4 したがって、株式市場全体の上昇局面ではファンドの価格も上昇する一方、株式市場全体の下落局面では
ファンドの価格も下落を余儀なくされる傾向があります。

4 マーケット・ニュートラル戦略では、株式市場全体の動向からの影響は抑制され、運用の巧拙がファンドの運用
成績に直結します。マーケット・ニュートラル戦略は、株式市場全体の動向にかかわりなくパフォーマンスを追求
することができる運用手法です。

株式市場全体の動き

一般的な投資によるファンドの運用は、市場全体の動きからの影響を受けます。

＜一般的な株式投資を行うファンド＞

成績の良いファンド

成績の悪いファンド

高

価
格

低

(注)上記は例示をもって理解を深めて頂くことを目的とした概念図であり、運用成果等をお約束するものではありません。本戦略がその目的を達成
できる保証がある訳ではありません。

＜マーケット・ニュートラル戦略による運用を行うファンド＞

マーケット・ニュートラル戦略は、
株式市場全体の動きの方向性の影響は抑制され、
運用の巧拙がそのまま運用成績に反映されます。

成績の良いファンド

成績の悪いファンド

株式市場全体の動き

Market（マーケット） Neutral（ニュートラル）

市場の 動向に影響されない（＝中立）

高

価
格

低

これまでの一般的な株式投資とは異なる“マーケット・ニュートラル（市場中立）”戦略

株式市場全体の動き

ゴールドマン・サックス 米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド
愛称：GS US ニュートラル
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2. ファンドのポイント

マーケット・ニュートラル（市場中立）戦略とは？

4 株式市場全体の上昇・下落からの影響を抑制しつつ、収益獲得を追求する運用手法です。

4 ゴールドマン・サックスが開発した計量モデルを用いて、魅力の高い銘柄の買い持ちと同時に、魅力の低い銘柄の売り
持ちを組合せることで、上昇局面のみならず下落局面でも収益の獲得を目指すことができます。

2-1. ファンドの特徴 (3)

株式市場全体の動き

ファンドの動き

ファンドの運用成績は株式市場全体の
動きに中立

【価格の動き】

【ファンドの銘柄構成】

マーケット・ニュートラル戦略

買い持ち銘柄
全体の動き

株式市場全体の
動き

【価格の動き】

買い持ち銘柄

【個別銘柄の買い持ち】
↑
買
い
持
ち

売
り
持
ち
↓

組
合
せ

【個別銘柄の売り持ち】

売り持ち銘柄

株式市場全体の
動き

売り持ち銘柄
全体の動き

【価格の動き】

ファンド＝買い持ち銘柄＋売り持ち銘柄

↑
買
い
持
ち

売
り
持
ち
↓

↑
買
い
持
ち

売
り
持
ち
↓

・・・

・・・

・・・

・・・

高

価
格

低

高

価
格

低

高

価
格

低

組
入
比
率

組
入
比
率

2.3%
1.6% 1.9% 1.7% 1.8%

-5%
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%

銘柄1 銘柄2 銘柄3 銘柄4 銘柄5

• 株式市場全体の上昇局面のみならず下落局面でも収益
の獲得を目指すことができます。

• 株式市場全体の上昇局面では、一般的な株式投資を
行うファンドに比べて、リターンが小さくなる傾向があり、また、
株式市場全体の動きとは逆に、リターンがマイナスになる場
合もあります。

組
入
比
率

2.3%

-2.1%

1.6%

-1.6%

1.9%

-2.0%

1.7%

-1.4%

1.8%

-2.6%

-5%
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%

銘柄1 銘柄A 銘柄2 銘柄B 銘柄3 銘柄C 銘柄4 銘柄D 銘柄5 銘柄E

-2.1%
-1.6% -2.0%

-1.4%

-2.6%

-5%
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%

銘柄A 銘柄B 銘柄C 銘柄D 銘柄E

(注)上記は例示をもって理解を深めて頂くことを目的とした概念図であり、運用成果等をお約束するものではありません。本戦略がその目的を達成で
きる保証がある訳ではありません。
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4 経済理論や金融理論を背景とした経済合理性を追求した計量モデルを採用しています。

4 計量モデルを用いることで、約3,000銘柄に及ぶ多数の銘柄を、複数の評価基準を用いて分析し、これらを基に最も
魅力的と思われるポートフォリオを構築します。

4 原則として、100％為替円ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
4 ベンチマークである円短期金利（１ヵ月円LIBOR＊1）を上回る収益を追求します。

2-2. 運用手法

計量モデルによる運用

*1 LIBORとは、London Inter-Bank Offered Rate（ロンドンのユーロ市場における銀行間出手金利）のことで、主に短期金利の指標として用いられています。
*2 状況によって今後変更される可能性があります。

2. ファンドのポイント

ポートフォリオの構築

4 計量モデルを用いることにより、全投資対象銘柄を数量的に評価。
4 複数の評価基準を併用することにより、単一の投資スタイルに偏らない銘柄評価が可能に。
4 投資対象である米国株式（約3,000銘柄）を同一基準で評価。

4 最も魅力的と思われるポートフォリオとなるよう、投資銘柄の買い持ち／売り持ちおよび
その組入比率を決定。

4 米国株式市場全体の動きとの連動性を低減しつつ、ポートフォリオのリスクが目標の水
準となるようコントロール。

一般的な特徴

買い持ち銘柄群 ：全体として魅力度が高い

売り持ち銘柄群 ：全体として魅力度が低い

（注）上記がその目的を達成できる保証がある訳ではありません。上記の説明は現行モデルに基づくものであり、計量モデルの改良・更新は継続的、恒常的に行
われています。

個別銘柄の評価

各銘柄の魅力度合いを
スコアリング

4 複数の評価基準に基づき、各銘柄の魅力度合いをスコアリング（点数化）。

米国株式
約3,000銘柄

約600銘柄
＊2

（買い持ち銘柄・売り持ち銘柄合計）

米国株式
約3,000銘柄

バリュー： 企業価値との比較において、株価は割安か、割高か？
モメンタム： 株価は上昇傾向か、下降傾向か？
収益性： 資本を有効に活用して収益を上げているか？
アナリスト・センチメント： 定性アナリストによる定性分析の評価結果は？
利益の質： 持続可能な収益を上げているか?
マネジメント・インパクト： 経営・財務戦略に対する市場の評価は？

ゴールドマン・サックス 米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド
愛称：GS US ニュートラル
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3. 運用体制

3-1.  ゴールドマン・サックスの運用体制 (1)

GSAMニューヨーク

（注） グローバル計量リソースは計量的アプローチに基づく運用を行います。計量株式グループは、伝統的なファンダメンタルズ分析と計量的
なモデリングを融合した株式個別銘柄選択を行うグループです。同グループは、リサーチ（運用戦略研究、計量モデル開発等）、ポート
フォリオ・マネジメント（売買執行、ポートフォリオ特性管理等）、プロダクト・マネジメント（顧客サービス、外部情報収集等）等の機能を
持ち、これらが相互に関連しながら業務を遂行しています。

2005年3月現在
上記は今後変更されることがあります。

グローバル計量リソース

計量株式グループ
計量ストラテジー
グループ

リサーチおよび
情報技術

ポートフォリオ
マネジメント

プロダクト
マネジメント

グローバル計量リソースグローバル計量リソース

計量株式グループ計量株式グループ
計量ストラテジー
グループ

計量ストラテジー
グループ

リサーチおよび
情報技術

リサーチおよび
情報技術

ポートフォリオ
マネジメント
ポートフォリオ
マネジメント

プロダクト
マネジメント
プロダクト
マネジメント

米国株式マーケット・ニュートラル戦略における運用体制

当社グループの本拠
GSAMニューヨークが運用

米国株式マーケット・ニュートラル戦略による運用は、
委託会社グループである米国ニューヨークに本拠を置
くゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー
（GSAMニューヨーク）のグローバル計量リソースにおけ
る計量株式グループが担当します。

•　計量株式グループ：合計57名(注1)

　（うち博士号取得者6名）

•　計量株式運用における10年超の実績

実務経験と学識経験の融合

当社グループ計量アプローチの組織体制の特徴とし
ては、経験・知識を共有化するチーム運用体制、豊
富な実務経験と学識経験の融合といったことがあげ

られます。

経済合理性に基づく
計量運用

• 計量株式運用の運用資産残高（全世界）：
　528億米ドル（約5兆8,190億円） (注2)

（注1） 2005年2月現在
（注2） 2004年9月現在。運用資産残高には合同運用信託（Collective Trust Assets）の運用資産残高を含みます。
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3． 運用体制

ゴールドマン・サックス 米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド
愛称：GS US ニュートラル

3-1.  ゴールドマン・サックスの運用体制 (2)

日本における運用体制

2005年3月現在
上記は今後変更されることがあります。

運用部 計量戦略運用部 計量株式運用部 債券通貨運用部

運用本部

運用部 計量戦略運用部 計量株式運用部 債券通貨運用部

運用本部

日本においては本ファンドの運用は委託会社の計量株式運用部が担当します。

本ファンドの運用に関する社内規定として、ファンド・マネージャーが遵守すべき服務規程のほか、有価証券などの売
買執行基準およびその遵守手続きなどに関して取扱い基準を設けることにより、法令遵守の徹底を図るとともに、利
益相反となる取引、インサイダー取引等を防止し、かつ売買執行においては最良執行に努めています。

3-2． 運用体制に関する社内規則等



13

3． 運用体制

本ファンドおよび組入れる投資信託証券においては、主に、ニューヨーク、ロンドン、東京を拠点とする委託会社グルー

プ内に設置されたリスク管理およびパフォーマンス分析グループにより、多角的に運用のリスク管理が行われています。

リスク管理およびパフォーマンス分析グループは、運用部門とは独立した組織として、第三者的な視点からポートフォリ

オのリスクをモニターします。リスク管理およびパフォーマンス分析グループは、委託会社グループにおいてリスク管理につ

いての最終的な責任を負うリスク管理委員会の監督の下、具体的には、ポートフォリオが十分に分散されているか否

かにつきモニターするほか、トラッキング･エラー（ベンチマークの収益率からのかい離の散らばり具合）が事前に設定され

た許容範囲内にとどまっているか否か等を点検します（かい離幅がかかる一定の範囲に収まる保証があるわけではあ

りません。）。

また、委託会社および運用の拠点のコンプライアンス部門により、法令および信託約款等の遵守状況につきモニタリン

グが行われています。

上記は今後変更されることがあります。

リスク管理委員会

リスク管理およびパフォーマンス分析グループ

リスク・モデリング

＆リサーチ

（リスク分析を担当）

リスク・モニタリング

（ポートフォリオの

リスク水準を測定）

リスク・テクノロジー

（リスク・マネジメント

技術の向上）

3-3． リスク管理体制

ポートフォリオ・
パフォーマンス
（パフォーマンス計測・

分析・評価）

2005年3月現在
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4. 分配方針

年2回決算を行い、毎計算期末(毎年1月および7月の特定日）に原則として以下の方針に基づき収益分配を行い

ます。

1. 分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益および売買損益(評価損益を含みます。)等の範囲内

とします。

2. 分配金額は、委託会社が収益分配方針に従って、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。

ただし、基準価額水準、市場動向等によっては分配を行わないこともあります。また、基準価額が当初元

本を下回る場合においても分配を行うことがあります。

3. 収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設けず、元本部分と同様に運用

の基本方針に基づき運用を行います。

（注1） 収益分配金は、税金を差引いた後自動的に無手数料で再投資されます。自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投

資する場合の受益証券の発行価格は、各計算期間終了日の基準価額とします。

（注2） 収益分配金の受取りをご希望の方は、販売会社によっては再投資を中止することを申し出ることができます。

4. 分配方針

ゴールドマン・サックス 米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド
愛称：GS US ニュートラル
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5. リスクおよび留意点

1. 株式投資リスク(価格変動リスク・信用リスク)

本ファンドは、米国の株式を主要な投資対象としますので、本ファンドへの投資には、株式投資にかかる価

格変動等の様々なリスクが伴うことになります。一般には株価は、個々の企業の活動や一般的な市場・経

済の状況に応じて変動します。したがって、本ファンドに組入れられる株式の価格は短期的または長期的に

下落していく可能性があります。また、発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収

できなくなることもあります。逆に売り持ちした株式の価格が上昇した場合にも本ファンドの基準価額にマイナ

スの影響を及ぼし、場合によっては、売り持ちの特性上、損失額が想定以上になることもあります（株式を売

り持ちするにあたり、借入れコストがかかります。） 。本ファンドは、株式市場全体の動向からの影響を抑制す

ることを目指しますが、完全にその影響がなくなる訳ではありません。また、売り持ち、買い持ちする株式のリター

ンの動向について見通しを誤れば基準価額が下落する要因となります。

2.　　　　為替リスク

本ファンドは外貨建ての株式を主要な投資対象としますので、本ファンドへの投資には為替変動リスクが伴

います。本ファンドは対円で為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りますが、為替ヘッジを行うにあたり、

ヘッジ・コストがかかります。為替および金利の動向によっては、為替ヘッジに伴うヘッジ・コストが想定以上に

発生することがあります（ヘッジ・コストとは、為替ヘッジを行う通貨の金利と円の金利の差に相当し、円の金

利のほうが低い場合この金利差分収益が低下します。） 。

為替レートは短期間に大幅に変動することがあります。為替レートは一般に、外国為替市場の需給、世界

各国への投資メリットの差異、金利の変動その他の様々な国際的要因により決定されます。また、為替レー

トは、各国政府・中央銀行による介入、通貨管理その他の政策によっても変動する可能性があります。

3.         店頭登録株式等への投資リスク

本ファンドは、米国の店頭登録株式またはこれに準ずるものにも投資します。こうした株式には、 証券取引

所に上場されている銘柄に比べて比較的新興であり、発行済時価総額が小さく、売買の少ない流動性の

低い株式が少なくありません。その結果、こうした株式への投資はボラティリティ(株価のブレ幅を計る指標)が

比較的高く、また流動性等の高い株式に比べ市況によっては大幅な安値での売却や大幅な高値での買戻

しを余儀なくされる可能性があることから、より大きなリスクを伴います。

4.         為替取引、スワップ取引等の相対取引の相手先に関するリスク

本ファンドでは為替取引、スワップ取引等の相対取引を行いますが、これらの取引には相手先の決済不履

行リスクが伴います。

5-1. 元本変動 リスク (1)

本ファンド（本5-1. においては、文脈により、組入れる投資信託証券の一方または両方を含む場合、あるいはこれらの

みを指す場合があります。）の投資には、資産価値に影響を及ぼす様々なリスクが伴いますので、基準価額の変動に

より投資元本が減少する可能性があります。したがって、元金は保証されていません。主なリスクとして、以下のものが

挙げられます。
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5. リスクおよび留意点

5.　　　　コール･ローンの相手先に関するリスク
　　　　　本ファンドは余資運用を原則としてコール・ローンで行いますが、これには相手先の信用リスクが伴います。

6.　　　　解約申込みに伴う基準価額の下落に関するリスク
　　　　　短期間に相当金額の解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入有価証券を市場実

勢より大幅に不利な価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となり
ます。また、解約資金を手当てするため、資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財
産から支払われます。

7.　　　　先物取引等に伴うリスク

本ファンドは、運用において先物取引等を利用することがあります。先物取引等においては、ブローカーの破

産等が生じた場合に、取引の中断、債務不履行、一括清算、証拠金の返還の遅延もしくは不能等が起き

る可能性があり、これにより本ファンドが悪影響を被ることがあります。

8.　　　　カントリー・リスク

一般に、株式への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等様々な要因による影響を受

けますが、これらの要因は時として予想を超える大きさの変動を市場にもたらすことがあります。その結果、特

定の国の株式への投資により予想に反して損失を被り、本ファンドの資産価値に大きな影響を与える可能

性もあります。

9.　　　　デリバティブ取引のリスク

本ファンドは株式関連のデリバティブに投資することがあります。デリバティブの運用には、ヘッジする商品とヘッ

ジされるべき資産との間の相関性を欠いてしまう可能性、流動性を欠く可能性、証拠金を積むことによるリス

ク等様々なリスクが伴います。これらの運用手法は、ヘッジ目的のみならず、投資収益を上げる目的でも用

いられることがありますが、実際の価格変動がGSAMニューヨークの見通しと異なった場合に本ファンドが損失

を被るリスクを伴います。

10.　　　市場の閉鎖などに伴うリスク

証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経

済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがあります。これにより本ファンドの運用

が影響を被り、基準価額の下落につながることがあります。

11.　　　本ファンドの投資対象におけるプライム・ブローカーに関するリスク

本ファンドが投資対象とする米国株式マーケット･ニュートラル･ファンド Aクラスの保有する株式は、同ファンド

のプライム・ブローカーの名義で保有されており、プライム・ブローカーはかかる株式を分別管理する義務を負っ

ているものの、万一プライム･ブローカーが破綻した場合には、本ファンドの資産価値に大きな影響を与える可

能性があります。

5-1. 元本変動 リスク (2)

ゴールドマン・サックス 米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド
愛称：GS US ニュートラル
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1. 計量運用に関わる留意点

本ファンドおよび組入れる投資信託証券は、ゴールドマン・サックスの計量リスク管理モデルまたは計量運用モ

デルを用いて運用を行います。計量モデルは仮説に基づき構成されたものであり、市場動向は必ずしもこの仮

説と同様の動きを示さない場合があります。このような場合には、本ファンドの基準価額に影響を及ぼす可能

性があります。

2. 資産規模に関わる留意点

本ファンドの資産規模によっては、本書で説明するような投資が効率的にできない場合があります。その場合

には、適切な資産規模の場合と比較して収益性が劣る可能性があります。

3. 一部解約に関わる留意点

一部解約には、解約時の基準価額に対して0.2％の信託財産留保額がかかります。

後記7-2.のとおり、解約時期に制限があります。

4. 成功報酬に関わる留意点

本ファンドでは、委託会社は、基本の信託報酬のほかに、一般的な定率の信託報酬とは異なる成功報酬を

徴収いたしますので、この点についてご納得のうえご投資願います。なお、ある特定日においていったん発生し

基準価額から控除された成功報酬は、たとえその後基準価額が下落したとしても、減額ないし払戻されること

はありません。

5. 受託銀行の信用力に関わる留意点

受託銀行の格付が低下した場合その他信用力が低下した場合には、為替取引その他の取引の相手方の

提供するクレジット・ラインが削減される可能性があり、為替取引その他の取引ができなくなる可能性がありま

す。さらに、そのような場合には、為替取引その他の取引に関して、適用される契約の条項に従い、既に締結

されている当該契約が一括清算される可能性もあります。これらの場合には、そのような事情がない場合と比

較して収益性が劣る可能性があります。

6. 繰上償還に関わる留意点

委託会社は、受益権の総口数が30億口を下回ることとなった場合等には、受託銀行と協議のうえ、必要な

手続を経て、この信託を終了させることができます。また、信託契約を解約することが受益者のために有利であ

ると認めるとき、または正当な理由があるときは、受託銀行と合意のうえ、必要な手続を経て、信託契約を解

約し、信託を終了させることができます。繰上償還された場合には、申込手数料は返還されません。

5. リスクおよび留意点

5-2. その他の留意点 (1)
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7. 法令・税制・会計等の変更可能性に関わる留意点

法令・税制・会計等は今後変更される可能性もあります。

8. ベンチマークに関する留意点

本ファンドは１ヵ月円LIBORを運用上のベンチマークとして運用を行い、これを上回るパフォーマンスを目指しま

すが、実際のパフォーマンスはベンチマークを下回ることがあります。

9. 投資対象の解約制限に関わる留意点

本ファンドの投資対象である米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド Aクラスにおいて1日に純資産総額の

10％を超える解約請求があった場合、同投資信託証券の解約が制限され、その結果、本ファンドの解約に

も制限が生じる場合があります。

10. 米国株式マーケット･ニュートラル･ファンド Aクラスを投資対象とすることに関わる留意点

本ファンドが投資対象とする米国株式マーケット･ニュートラル･ファンド Aクラスにおいて、あるいは、米国株式

マーケット･ニュートラル・ファンドの他のクラスにおいて追加設定、解約等があった場合には、これらに対応する

ための取引コストが発生することにより、本ファンドの基準価額に影響が及ぶ可能性があります。

11. その他の留意点

販売会社より委託会社に対してお申込金額の払込みが現実になされるまでは、本ファンドも委託会社もい

かなる責任も負いません。収益分配金・一部解約金・償還金の支払いはすべて販売会社を通じて行われ

ます。委託会社は、それぞれの場合においてその金額を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払

いについての責任を負いません。販売会社はその取次会社を通じて受益証券の販売を行うことがあります。

さらに取次会社は、販売会社に代り購入申込者への目論見書の交付、受益者への運用報告書の交付、

その他本ファンドに関する業務を行うことがあります。委託会社は、販売会社またはその取次会社とは別法

人であり、委託会社は設定・運用について、販売会社またはその取次会社は販売(お申込代金の預り等を

含みます。)について、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を有しません。

5. リスクおよび留意点

5-2. その他の留意点 (2)

ゴールドマン・サックス 米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド
愛称：GS US ニュートラル
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6. ファンドの情報提供

6-1. 販売会社

本ファンドの販売会社および販売会社ごとの販売条件等につきましては、下記の照会先で入手可能です。

6-2. 基準価額

本ファンドの基準価額（１万口当たりで表示されます。）は毎営業日算出されます。最新の基準価額は販売会社ま

たは下記の照会先で入手可能です。また、原則として、日本経済新聞（朝刊）の「オープン基準価格」欄に、基準価

額が掲載されます（略称：Uニュト）。なお、成功報酬発生の有無およびその額をお知りになりたい受益者は、下記照

会先電話番号にお問合わせいただければお知らせいたします。

6-3. 運用報告書

原則として、毎計算期末（毎年1月および7月の特定日。）および信託終了時に、期中の運用経過のほか、信託財

産の内容、有価証券売買状況等を記載した運用報告書を作成し、販売会社を通じてお渡しいたします。本ファンド

の信託財産の決算の内容は原則として公告されません。

6-4. その他ディスクロージャー資料

委託会社が設定・運用を行うファンドについては、通常、月次または週次で運用経過について記載したレポートが作

成されています。最新のレポートは、販売会社または下記のホームページにおいて入手可能です。

（照会先） ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

電話 ： 03 (6437) 6000

(受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで)

ホームページ ： http://www.gs.com/japan/gsam
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７-１． お買付け 

 
1. 申込(払込)取扱場所 

本ファンドの販売会社においてお申込みを取扱います。販売会社については、前記「６.ファンド

の情報提供」記載の照会先までお問合わせください。お申込代金はお申込みの販売会社にお

支払いください。 
 

なお、販売会社と販売会社以外の証券会社または登録金融機関が取次契約を結ぶことによ

り、当該証券会社または当該登録金融機関が本ファンドを当該販売会社に取次ぐ場合があ

ります。 
 

2. お申込みの方法 

(a) お買付けのお申込みは、毎月 18 日（ただし、ファンド休業日の場合は翌ファンド営業日＊1

とします。）の 2 ファンド営業日後を特定日＊2 とし、当該特定日の 5 営業日前の午後 3

時（国内の証券取引所の半休日は午前 11 時）＊3 までとします。かかる受付時間を過ぎ

たお申込みについては、翌営業日にお買付けのお申込みが行われたものとして取扱いま

す。 

＊1 日本における営業日であり、かつ英国証券取引所、ニューヨーク証券取引所もしくはアイルランド証券取引所の休業日

またはロンドン、ニューヨークもしくはダブリンの銀行が休業日でない日とします。 

＊2 原則として毎月 20 日を特定日とします。ただし、毎月 18 日以降にファンド休業日がある場合には、特定日が 21 日

以降となることがあります。詳しくは、P．4「お取引カレンダー」をご覧ください。 

＊3 販売会社によっては午後 3 時（半休日の場合は午前 11 時）より前に受付を締め切る場合がありますので、各販売会

社にご確認ください。 

 

(b) お買付けに際しては、本ファンドにかかる｢自動けいぞく投資契約｣(販売会社によっては名

称が異なる場合もございます。)を当該販売会社との間で結んでいただきます。なお、販売

会社によっては、自動けいぞく投資契約を結んだ場合であっても、収益分配金の受取りを

ご希望の方は、再投資を中止することを申出ることができます。詳しくは、販売会社にお問

合わせください。 
 

(c) 本ファンドの受益証券は無記名式です。発行された受益証券は本ファンドにかかる「自動

けいぞく投資契約」に基づいて大券をもって混蔵保管されるため、委託会社は受益者の請

求に基づく記名式の受益証券への変更を行いません。また、受益証券は、販売会社にお

いてすべて保護預りとさせていただきます。 
 

3. お申込単位 

販売会社により異なります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。 

・ 自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、1 口の整数倍をもっ

て取得のお申込みに応じます。 
 

4. お申込価額 

お申込価額は、特定日の基準価額＊です。 
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・ 自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日

の基準価額とします。 

＊本ファンドの｢基準価額｣とは、信託財産の純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法

令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を

その時の受益権総口数で除した 1 万口当りの金額をいいます。基準価額は、組入有価証券等の値動きにより日々変動しま

す。 

 

お申込みには申込手数料がかかります。詳しくは、「８-１． 手数料、信託報酬および諸費用」

をご覧ください。 
 

5. お申込代金のお支払日 

お申込代金のお支払日は販売会社によって異なります。詳しくは、販売会社にお問合わせくだ

さい。 
 

販売会社は、追加設定を行う日に、本ファンドのお申込金額を、本ファンドの委託者である委

託会社に支払います。委託会社はこれを本ファンドの受託銀行に払込みます。 

 

７-２． ご換金 

 

1. ご換金の方法 

ご換金は解約請求制により行うことができます。 

ご換金のお申込みは、毎月の特定日＊1の 5 営業日前の午後 3 時(国内の証券取引所の半

休日の場合は午前 11 時)＊2 までに販売会社にお申込みください。かかる受付時間を過ぎたお

申込みについては、翌営業日にご換金のお申込みが行われたものとして取扱います。受益者

が、ご換金のお申込みをするときは、販売会社に対し、受益証券をもって行うものとします。 
＊1 原則として毎月 20 日を特定日とします。ただし、毎月 18 日以降にファンド休業日がある場合には、特定日が 21 日以降とな

ることがあります。詳しくは、P．4「お取引カレンダー」をご覧ください。 

＊2 販売会社によっては午後 3 時（半休日の場合は午前 11 時）より前に受付を締め切る場合がありますので、各販売会社にご

確認ください。 
 

2. ご換金単位 

1 口以上 1 口単位でご換金できます。 
 

3. ご換金価額 

ご換金価額は、特定日の基準価額から信託財産留保額（当該基準価額に 0.2％の率を乗じ

て得た額）＊1を差引いた額(以下｢解約価額｣といいます。)となります。 

なお、手取り額は、解約価額から、所得税および地方税(解約価額が受益者ごとの個別元本
＊2 を上回った場合、その超過額に対して個人の受益者については 10％(所得税７％および地

方税 3％)＊3、法人の受益者については 7％(所得税 7％)＊4)を差引いた金額となります。 

＊1 ｢信託財産留保額｣とは、運用の安定性を高めると同時に、信託期間の途中に換金される方と引き続きこの投資信託を

保有される受益者との公平性を確保するために、換金される方にご負担いただくもので、信託財産に繰り入れられます。 

＊2 ｢個別元本｣とは、受益者ごとの信託時の受益証券の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相
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当額は含まれません。)をいいます。 

＊3 2008 年 4 月 1 日以降は、20％（所得税 15％および地方税 5％）となる予定です。 

＊4 2008 年 4 月 1 日以降は、15％（所得税 15％）となる予定です。 

詳しくは、後記「8－2. 課税上の取扱い」をご覧ください。 

 

4. ご換金代金の支払日 

ご換金代金は、特定日から起算して、原則として 5 営業日目から販売会社を通じてお支払い

いたします。詳しくは、販売会社にお問合わせください。 

 

７-３．お買付けおよびご換金のお申込みにかかる留意点 

 

1． お買付け 

毎月 18 日（ファンド営業日でない場合は、翌ファンド営業日。）の 2 ファンド営業日後（本 7-

3．において「当該日」といいます。）において証券取引所における取引の停止その他合理的な

事情(コンピューターの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となっ

た場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含みます。)がある

と委託会社が判断したときは、販売会社によって当該日の 5 営業日前までにすでに受付けた

お買付けのお申込みが取消される場合があります。 

この場合、委託会社がかかる合理的な事情がなくなったと判断した後の最初の基準価額の計

算日の 5 営業日後を特定日とします。さらに、当該日の前営業日から 4 営業日前までの期

間において、かかる合理的な事情があると委託会社が判断したときにも、お買付けのお申込み

の取消しおよび特定日の変更につき、上記の取扱いが準用されるものとします。 
 

2． ご換金 

当該日において、証券取引所における取引の停止その他合理的な事情(コンピューターの誤作

動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準

価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含みます。)があるときは、当該日の 5 営業

日前までにすでに受付けたご換金のお申込みを保留または取消させていただくことがあります。 

この場合、委託会社がかかる事情がなくなったと判断した後の最初の基準価額の計算日の 5

営業日後を特定日とします。さらに、当該日の前営業日から 4 営業日前までの期間におい

て、かかる合理的な事情があると委託会社が判断したときにも、ご換金のお申込みの保留また

は取消しおよび特定日の変更につき、上記の取扱いが準用されるものとします。 

これによりご換金のお申込みが保留された場合には、申込者は保留されたご換金のお申込み

を撤回できます。ただし、申込者が変更後の特定日の 5 営業日前までにそのお申込みを撤回

しない場合には、当該受益証券のご換金代金は、上記により定められる日を特定日として計

算された価額とします。 
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８-１． 手数料、信託報酬および諸費用 

 

1. 申込手数料 

(a) 2.10％（税込）を上限として各販売会社がそれぞれ定める申込手数料率をお申込価額

(特定日の基準価額)に乗じて得た額が申込手数料となります。詳しくは、販売会社また

は前記「６.ファンドの情報提供」記載の照会先までお問合わせください。 

 

申込手数料はお申込み時にお支払いください。お支払いいただく金額（お申込代金）の中

から申込手数料ならびに当該申込手数料にかかる消費税および地方消費税(以下｢消

費税等｣といいます。)相当額を差引かせていただきます。 

 

(b) 自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合には、取得する口数に

ついて申込手数料はかかりません。 

 

2. 換金（解約）手数料 

換金(解約)請求には手数料はかかりません。ただし、換金時の基準価額に対し 0.2％の信託

財産留保額をご負担いただきます。詳しくは、前記「７－２. ご換金」をご覧ください。 

 

3. 信託報酬等 

(a) 基本報酬 

以下の支払先が行う本ファンドに関する業務の対価として本ファンドから支払われる信託

報酬は、本ファンドの信託財産の計算期間を通じて毎日、本ファンドの信託財産の純資

産総額に年率 0.9975％（税込）を乗じて得た額とします。委託会社、受託銀行および販

売会社間の配分は以下のとおりです。なお、各販売会社の間における配分については、

各販売会社の取扱いにかかる純資産総額に応じて決められます。 

 
[ 信託報酬の配分 ] 

委託会社 販売会社 受託銀行 

年率 0.504％（税込） 年率 0.4725％（税込） 年率 0.021％（税込） 

なお、委託会社の報酬には、GSAM ニューヨークの投資顧問報酬が含まれます。投資顧

問報酬の信託財産からの直接的な支払いは行いません。 

 

(b) 成功報酬 

委託会社は、基本報酬に加えて、ある特定日の基準価額（基本報酬控除後、成功報

酬控除前であるものとします。なお、成功報酬の計算においては、収益の分配がなされた

場合にもその影響は排除されるものとします。）が、その時点におけるハイ・ウォーターマーク
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を超えた場合には、その超過額に対して 26.25％(税込)の割合の成功報酬を受領しま

す。ある特定日におけるハイ・ウォーターマークとは、直前の特定日（あるいは信託設定

日、以下同じ）におけるハイ・ウォーターマーク（信託設定日の場合には 1 万口=1 万円）

＋１ヵ月円 LIBOR による増加分（直前の特定日からの期間率、1 年を 360 日とした日

割り計算）とします。 

 

ある特定日において成功報酬が受領された場合には、以後の成功報酬の計算につい

て、当該特定日におけるハイ・ウォーターマークは、同日の基準価額（基本報酬、成功報

酬および分配金控除後）とします。 

 
［ルールの概要］ （下図参照） 

 

時点   ハイ・ウォーターマーク 

信託設定日  1 万口＝1万円 

第 1 回特定日  1 万円＋設定日以降の 1 ヵ月円 LIBOR による増加分  

第 2 回特定日  第 1 回特定日におけるハイ・ウォーターマーク＋第 1回特定日以降の 1 ヵ月円 LIBOR による増加分 

 

 ある特定日（例えば第 2 回特定日）において、基準価額（成功報酬控除前）がハイ・ウォーターマークを超えたと仮定し
た場合、成功報酬として超過分の 26.25％（税込）が受領されます。 

 

 いったん第 2 回特定日において成功報酬が受領された場合、以後の計算においては、基準価額＝ハイ・ウォーター

マークにリセットされます。すなわち、以下のとおりとなります。 

 

第 2 回特定日 第 2 回特定日の基準価額（成功報酬控除後） 

第 3 回特定日 第 2 回特定日の基準価額＋第 2回特定日以降の 1 ヵ月円 LIBOR による増加分 

（以下同様） 

 

 その後、ある特定日において基準価額（成功報酬控除前）がハイ・ウォーターマークを超えた場合、上記の例でいえば
第 2 回特定日において成功報酬が受領された場合と同様の処理がなされ、以後もこれが繰り返されます。（なお、収

益分配金の支払いは、成功報酬の計算に影響がないように調整されます。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注１) 1 ヵ月円 LIBOR は、2005 年 2 月 28 日現在、年率 0.03875％です。ハイ･ウォーターマークの計算において適用さ

れる 1 ヵ月円 LIBOR は市場動向により変動します。 

(注２) 上記は例示をもって理解を深めるための概念図であり、本ファンドの将来の運用成果等につき保証または示唆する

ものではありません。また、基準価額がハイ･ウォーターマークを超えない場合には、成功報酬は受領されません。ある

特定日においていったん発生し基準価額から控除された成功報酬は、たとえその後基準価額が下落したとしても、

減額ないし払戻されることはありません。 

基準価額

特定日3

ハイ・ウォーターマーク

基準価額

ハイ・
ウォーターマーク

特定日1 特定日2

ハイ・
ウォーターマーク

設定日

10,000円

特定日2における成功報酬
（基準価額－ハイ・ウォーターマーク）×26.25％（税込）

基準価額＞ハイ・ウォーターマーク
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(c) 信託報酬（基本報酬および成功報酬）の支払いの時期および方法 

信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。委託会

社および販売会社の報酬は本ファンドから委託会社に対して支払われ、販売会社の報

酬は委託会社より販売会社に対して支払われます。受託銀行の報酬は本ファンドから受

託銀行に対して支払われます。 

 

(参考)投資対象とする投資信託証券の信託報酬等 

投資信託証券の名称 信託報酬率（年率） 

ゴールドマン・サックス 米国株式マーケット・ニュートラル・

ファンド A クラス 
年率 0％（注 1） 

ゴールドマン・サックス ファンズ・ピー・エル・シー－ゴールド

マン・サックス US＄リキッド・リザーブズ・ファンド インスティ

テューショナル・アキュムレーション・シェアクラス 

年率 0.35％ （注 2） 

(注 1)上記のほか、保管受託銀行に対する報酬等およびその他の諸費用も別途かかります。 

(注 2)管理報酬、保管費用等を含む上限。 

＊詳しくは前記「1-3．投資対象とする投資信託証券の概要」をご参照ください。 

 

4. その他の手数料等 

本ファンドから支払われる費用には以下のものがあります(ただし、これらに限定されるものではあ

りません。)。 

(a) 株式等の売買委託手数料、先物取引やオプション取引等に要する費用 

(b) 外貨建資産の保管費用 

(c) 借入金の利息、融資枠の設定に要する費用、受託銀行等の立替えた立替金の利息 

(d) 信託財産に関する租税 

(e) その他信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬、

印刷費用、郵送費用、公告費用、格付費用、受益証券の管理事務に関連する費用、

受益証券作成に関する費用等を含みます。) 

委託会社は、上記(e)記載の諸費用の支払いを信託財産のために行い、その金額をあらかじ

め合理的に見積もったうえで、信託財産の純資産総額の年率 0.05％相当額を、かかる諸費

用の合計額とみなして、本ファンドより受領します。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を

考慮して、信託の設定時または期中に、随時かかる諸費用の年率を見直し、0.05％を上限と

してこれを変更することができます。 

上記(e)記載の諸費用の額は、本ファンドの計算期間を通じて毎日、前営業日の信託財産の

純資産総額に応じて計上されます。かかる諸費用は、毎計算期末および信託終了のとき、信

託財産中から委託会社に対して支払われます。 
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８-２． 課税上の取扱い 

 

収益分配時・換金時・償還時に受益者が負担する税金は 2005 年 4 月 13 日現在、以下のとおり

です。ただし、税法が改正された場合には、下記の内容が変更になることがあります。 

 

個人の受益者の場合＊1 

時  期 項  目 税金 

収 益 分 配 時
所得税および

地 方 税
普通分配金に対し 10％(所得税 7％、地方税 3％) 

換 金 時
所得税および

地 方 税

解約価額＊2の受益者ごとの個別元本超過額に対し

10％(所得税 7％、地方税 3％) 

償 還 時
所得税および

地 方 税

償還価額の受益者ごとの個別元本超過額に対し

10％(所得税 7％、地方税 3％) 

＊1 法人の受益者の場合、原則として 7％(所得税 7％)の源泉徴収となります。 

＊2 特定日の基準価額から当該基準価額に 0.2％の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額をいい

ます。 

 

上記のほか、申込手数料に対する消費税等相当額をご負担いただきます。 

特別分配金は投資元本の一部払戻しとみなされ、非課税扱いとなります。 

なお、外国での組入有価証券の取引には、当該外国において税金または費用が課せられることがあ

ります。また、信託報酬および売買委託手数料その他信託財産から支払われる費用等について消

費税等が課せられる場合には、当該消費税等相当額は信託財産により負担されます。 

 

<個別元本について> 

① 個別元本とは、追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益証券の価額等(申

込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)をいい、税法上

の元本(個別元本)にあたります。 

② 受益者が同一ファンドの受益証券を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加

信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。 

③ ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社ごとに、個別元

本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する

場合は、当該支店等ごとにそれぞれ別に個別元本の算出が行われる場合があります。 

④ 受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分

配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(｢特別分配金｣については、

下記の<収益分配金の課税について>をご覧ください。) 

 

<一部解約時および償還時の課税について> 

一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。 
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<収益分配金の課税について> 

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる｢普通分配金｣と、非課税扱いとなる

｢特別分配金｣(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。 

受益者が収益分配金を受取る際、 

①収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と同額の場合または上回っている場合に

は、収益分配金の全額が普通分配金となります。 

②収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部

分の額が特別分配金となり、残りの額が普通分配金となります。この場合、その個別元本から

特別分配金を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。 

 

◇ 個人、法人別の課税の取扱いについて 

① 個人の受益者に対する課税 

個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部

解約時および償還時の個別元本超過額については、10％(所得税 7％および地方税 3％)の

税率による源泉徴収が行われます。ただし、2008 年 4 月 1 日以降は、同税率は 20％(所得

税 15％および地方税 5％）となる予定です。収益分配金のうち所得税法上課税対象となる

のは普通分配金のみであり、特別分配金は課税されません。 

これらについては収益の多寡を問わず確定申告は不要です。しかしながら、確定申告を行うこ

とは可能であり、申告を行えば、総合課税となります。なお、その場合、配当控除の適用はあり

ません。 

また、2004 年 1 月 1 日以降に買取差損益または解約(償還)差損が発生した場合は、確定

申告を行うことにより株式等(特定株式投資信託(ETF)および特定不動産投資信託(REIT)を

含みます。)の譲渡による所得または損失との損益通算が可能です。公募株式投資信託の解

約(償還)差益との損益通算については、その解約(償還)差益が、株式譲渡益ではなく配当所

得として課税されるため、行うことができません。 

 

② 法人の受益者に対する課税 

法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部

解約時および償還時の個別元本超過額については、7％(所得税 7％)の税率で源泉徴収さ

れ法人の受取額となります。ただし、2008 年 4 月 1 日以降は、同税率は 15％(所得税

15％）となる予定です。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみ

であり、特別分配金は課税されません。 

なお、益金不算入制度は適用されません。 

 

(注) 詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。 
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９-１． 信託の終了 

 

1. 受益権総口数の減少に伴う繰上償還 

委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、本ファンドの受益権の総口数が 30 億口

を下回ることとなった場合には、受託銀行と協議のうえ、あらかじめ、監督官庁に届出ることによ

り、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。 

委託会社は、かかる事項について、あらかじめ、これを公告し、かつ、知られたる受益者に対し

て書面を交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公

告を行いません。繰上償還を行う場合は、下記 3.に定める受益者異議手続を準用します。 

公告を行う場合は、日本経済新聞に掲載します。 

 

2. 受益権総口数が 0 となる場合による信託の終了 

信託契約の一部を解約することにより、本ファンドの受益権の総口数が 0 となる場合には、委

託会社は、受託銀行と協議のうえ、あらかじめ監督官庁に届出ることにより、委託会社が指定

する日をもって、信託契約を解約し、信託を終了させるものとします。 

 

3. その他の事由による信託の終了 

監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたとき、委託会社の認可取消、解散、業務廃止

のとき(ただし監督官庁が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託業者に引

き継ぐことを命じたときは、信託は、下記９－２.に記載する受益者の異議により約款変更がで

きない場合を除き、当該投資信託委託業者と受託銀行との間において存続します。)、受託

銀行が信託業務を営む銀行でなくなったとき(ただし他の信託銀行が受託者の業務を引き継ぐ

ときを除きます。)、受託銀行の辞任に際し委託会社が新受託者を選任できないときには、委

託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。なお、受託銀行は、委託会社の承諾を

受けて受託者としての任務を辞任することができます。また、委託会社は信託約款に定める場

合には受託銀行を解任することができます。 

また、委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のため有利であ

ると認めるとき、または正当な理由があるときは、受託銀行と合意のうえ、信託契約を解約し、

信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとす

る旨を監督官庁に届出ます。委託会社は、かかる事項について、あらかじめ、解約しようとする

旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付

します。ただし、信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、

公告を行いません。かかる公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委

託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は 1 ヵ月を下らないもの

とします。かかる一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の
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2 分の 1 を超えるときは、信託契約の解約をしません。委託会社は、信託契約の解約をしない

こととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を

知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したとき

は、原則として、公告を行いません。以上は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事

情が生じている場合であって、一定の期間が 1 ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行

うことが困難な場合には適用しません。 

公告を行う場合は、日本経済新聞に掲載します。 

 

９-２． 約款変更 

 

委託会社は、監督官庁の命令があったとき、受益者の利益のため必要と認めるとき、または正当な

理由があるときは、受託銀行と合意のうえ、信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、

変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。 

委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およ

びその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られたる受益者に

対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則

として、公告を行いません。かかる公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に

委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は 1 ヵ月を下らないものとし

ます。当該一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1

を超えるときは、信託約款の変更はできません。委託会社は、信託約款の変更をしないこととしたと

きは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益

者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を

行いません。 

公告を行う場合は、日本経済新聞に掲載します。 

 

９-３． 反対者の買取請求権 

 

前記９-１．に規定する信託契約の解約または前記９-２．に規定する信託約款の変更を行う場合

において、前記９-１.または前記９-２．の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者

は、販売会社を通じ、受託銀行に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって公正な価額

で買取るべき旨を請求することができます。 
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９-４． その他の契約の変更 

 

1． 募集・販売契約 

委託会社と販売会社との間の証券投資信託受益証券の募集・販売の取扱い等に関する契

約書(以下｢募集・販売契約｣といいます。)は、当事者の別段の意思表示のない限り、1 年ごと

に自動的に更新されます。募集・販売契約は、当事者間の合意により変更することができま

す。その終了または変更は、必要に応じて運用報告書に記載する等の方法により受益者に対

し通知を行う手配をしますが、必ずしもただちに受益者全員にこれを知らせるものではありませ

ん。 

 

2． 投資顧問契約 

委託会社と投資顧問会社（GSAM ニューヨーク）との間の基本会社間投資顧問契約(以下

｢投資顧問契約｣といいます。)には期限の定めがありません。投資顧問契約は、当事者間の

合意により変更することができます。投資顧問会社が法律に違反した場合、信託約款の違反

となる運用の指図に関する権限の行使をした場合、本ファンドに重大な損失を生ぜしめた場

合、その他の理由により必要と認められる場合には、委託会社は、運用の指図に関する権限

の委託を中止し、または本ファンドに関する投資顧問契約上のサービスの中止または変更を投

資顧問会社に対して求めることができます。投資顧問契約の終了または変更は、その内容が

重大なものについて、あらかじめ、これを公告し、かつ、知られたる受益者に対して書面を交付し

ます。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

公告を行う場合は、日本経済新聞に掲載します。 
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１０． 受益者の権利等 

 

1. 収益分配金受領権に関する内容および権利行使の手続 

委託会社は、原則として毎計算期間の終了日の翌営業日に収益分配金を販売会社に交付

します。この場合、販売会社は、自動けいぞく契約に基づいて、受益者に対し遅滞なく収益分

配金の再投資にかかる受益証券の取得の申込みに応じるものとします。 

販売会社は、受益者がその有する受益証券の全部もしくは一部の口数について、あらかじめ

計算期間を指定し、収益分配金の再投資にかかる受益証券の取得申込を中止することを申

出た場合においては、当該受益証券に帰属する収益分配金を当該計算期間終了のつど受

益者に支払うことができます。 

受益者が、収益分配金について支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときは、その

権利を失い、委託会社が受託銀行から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。 

 

2. 償還金の受領権に関する内容および権利行使の手続 

償還金は、原則として信託終了日から起算して 5 営業日目から受益証券と引換えに販売会

社を通じて受益者に支払われます。 

受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から 10 年間その支払いを請求しない

ときは、その権利を失い、委託会社が受託銀行から交付を受けた金銭は委託会社に帰属しま

す。 

 

3. 一部解約金の受領権に関する内容および権利行使の手続 

一部解約金の受領権に関する内容および権利行使の手続については、前記「７－２． ご換

金｣をご参照ください。 

一部解約金は、特定日から起算して、原則として 5 営業日目から販売会社を通じて受益者

に支払います。 

 

4. 収益分配金、償還金および一部解約金の委託会社への交付と支払いに関する受託銀行の

免責 

受託銀行は、収益分配金については支払開始日までに、償還金については支払開始日の前

日までに、一部解約金については支払日までに、その全額を委託会社に交付します。 

受託銀行は、上記により委託会社に収益分配金、償還金および一部解約金を交付した後

は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 

 

5. 委託会社の免責 

収益分配金、償還金および一部解約金の受益者への支払いについては、委託会社は当該

販売会社に対する支払いをもって免責されるものとします。かかる支払いがなされた後は、当該

収益分配金、償還金および一部解約金は、源泉徴収されるべき税額(および委託会社が一

定期間経過後販売会社より回収した金額があればその金額)を除き、受益者の計算に属する

金銭となります。 

万一販売会社が収益分配金、償還金および一部解約金の受益者への支払いを怠ったことに

より委託会社が損害を被った場合には、委託会社に過失がない場合に限り、受託銀行の承

諾を得て委託会社は信託財産よりその損害の賠償を受けることができます。 
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１１． 内国投資信託受益証券事務の概要 

 

1. 受益証券の名義書換 

本ファンドの受益証券は無記名式であるため、該当事項はありません。 

 

2. 受益者名簿の閉鎖の時期 

受益者名簿は作成していません。 

 

3. 受益者に対する特典 

該当事項はありません。 

 

4. 受益証券の譲渡制限 

該当事項はありません。 
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１２-１． ファンドの沿革 

 

本ファンドの信託設定日は 2003 年 8 月 29 日であり、同日より運用を開始しました。 

 

 

１２-２． 投資対象および投資制限 

 

本ファンドの投資対象および投資制限については、巻末の信託約款をご覧ください。 

 

 

１２-３． ファンドの関係法人 

 

1. 委託会社(ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社) 

証券投資信託(以下単に｢投資信託｣といいます。)である本ファンドの委託者として、受託銀行

と、本ファンドの当初の払込期日である 2003 年 8 月 29 日に本ファンドの信託契約を締結しま

した。投資信託の仕組みは、多数の投資家から預かる資金を、投資家のために利殖の目的

で、専門の機関が主として有価証券に投資し、運用の成果をすべて投資家に返すものです。

本ファンドの運営の仕組みは後記｢ファンド関係法人｣の図に示すとおりです。 

なお、委託会社は、信託財産の計算その他本ファンドの事務管理に関する業務を第三者に

委託することがあります。 

 

2. 投資顧問会社（ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー（GSAM ニューヨーク）） 

本ファンドの投資顧問会社として、委託会社との間の投資顧問契約に基づき、後記の｢ファンド

関係法人｣の図に示すとおりの業務を行います。 

 

3. 受託銀行(日興シティ信託銀行株式会社) 

本ファンドの受託者として、委託会社との間の信託契約に基づき、後記「ファンド関係法人」の

図に示すとおりの業務を行います。 

 

4.  販売会社 

本ファンドの販売会社として、委託会社との間の募集・販売契約に基づき、後記「ファンド関係

法人」の図に示すとおりの業務を行います。 
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ファンド関係法人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申 込 者 

(受益者) 
販売会社(2) 

ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ･

ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

株式会社 

(委託会社) 

日興シティ 

信託銀行 

株式会社 

(受託銀行) 

主な 

投資対象(4)

申込金 申込金 信託金

損益(3) 

投 資 

損益(3) 

GSAMニューヨーク(1)

(投資顧問会社) 

運用指図

信託契約

運用指図権限の委託 

販売会社 

 

・ 受益証券の募集の取扱い、売買、

保護預り 

・ 購入申込者への目論見書の交

付、受益者への運用報告書の交

付 

・ 受益証券の一部解約の請求等 

・ 収益分配金、償還金および一部

解約金の支払いの取扱い 

・ 収益分配金の再投資 

・ 所得税および地方税の源泉徴収 

・ 取引報告書および取引残高報告

書等の交付 

 

委託会社 

 

・ 信託約款の届出 

・ 受託銀行との信託契約の締結、

一部解約の実行 

・ 受益証券の発行 

・ 目論見書、運用報告書の作成 

・ 信託財産の運用指図 

・ 信託財産に組入れた有価証券の

議決権等の行使の指図 

・ 信託財産の計算(受益証券の基

準価額の計算) 

・ 信託財産に関する帳簿書類の作

成 

 

ただし、本ファンドにおいては運用指図

権限をGSAMニューヨークに委託しま

す。 

また、信託財産の計算その他事務管

理に関する業務を第三者に委託する

ことがあります。 

受託銀行 

 

・ 委託会社との信託契約の締結 

・ 信託財産の保管・管理 

・ 信託財産の計算(受益証券の基

準価額の計算) 

・ 受益証券の認証 

 

収益分配金 

償 還 金 

一部解約金等

(1) GSAMニューヨークの正式名称はゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーです。 

(2) 販売会社のためにお申込みの取次ぎを行う取次会社は、販売会社の上記各業務の全部または一部を行います。 

(3) 損益はすべて投資家である受益者に帰属します。 

(4) 本ファンドは主として以下の投資信託証券に投資します。 

・ ゴールドマン・サックス 米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド Aクラス 

・ ゴールドマン・サックス ファンズ・ピー・エル・シー－ゴールドマン・サックスUS＄リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナ

ル・アキュムレーション・シェアクラス 

収益分配金

償 還 金 

一部解約金等
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１３． 委託会社等の概況 

 

1. 資 本 金 

委託会社の資本の額は金 4 億 9,000 万円です(2005 年 4 月 13 日現在)。 

 

2. 沿   革 

委託会社は、米国を本拠地として総合的な金融サービスの提供を展開するゴールドマン・サッ

クスの資産運用グループの日本における拠点として、日本法上の株式会社として設立された投

資信託委託業者です。主な変遷は以下のとおりとなっています。なお、この他に、これまで、商

号の変更、合併、事業目的の変更等はありませんでした。 

1996 年 2 月 6 日 会社設立 

1996 年 2 月 23 日 証券投資信託法上の委託会社としての免許取得 

1998 年 12 月 1 日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし

認可 

2000 年 11 月 30 日 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律の改正に伴う

投資信託委託業のみなし認可 

2001 年 8 月 13 日 有価証券等に係る投資顧問業を会社の目的に追加 

2002 年 1 月 18 日 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(｢投資顧

問業法｣)上の投資顧問業者としての登録 

2002 年 3 月 29 日 投資顧問業法上の投資一任契約に係る業務の認可 

2002 年 4 月 1 日 ゴールドマン・サックス・アセット・マネージメント・ジャパン・リミテッド

の営業の全部を譲受け、商号をゴールドマン・サックス投信株式

会社からゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社に

変更 

 

3. 本店の所在の場所および代表者の役職氏名 

本店の所在の場所： 東京都港区六本木六丁目 10 番 1 号 六本木ヒルズ森タワー 

代表者の役職氏名： 代表取締役  土 岐 大 介 

 

4. 大株主の状況 

(2005 年 4 月 13 日現在) 

氏名または名称 住所 
所有株式数 

(株) 

所有比率 

(％) 

ゴールドマン・サックス・アセット・

マネジメント・エル・ピー 

アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市

オールド・スリップ 32 番地 
6,336 99 

ザ・ゴールドマン・サックス・グルー

プ・インク 

アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市

ブロード・ストリート 85 番地 
64 1 
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(1) 本ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

38 年大蔵省令第 59 号）並びに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の貸借対

照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則」（平成 12

年総理府令第 133 号）に基づいて作成しております。 

なお、財務諸表に掲載している金額は、円単位で表示しております。 

(2) 本ファンドの計算期間は６ヵ月であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成しております。 

(3) 本ファンドは、証券取引法第 193 条の２の規定に基づき、本ファンドは、証券取引法第 193

条の２の規定に基づき、第２期計算期間（2004 年１月 23 日から 2004 年７月 22 日まで）

及び、第３期計算期間（2004 年７月 23 日から 2005 年１月 20 日まで）の財務諸表につい

て、中央青山監査法人による監査を受けております。 
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１４－１． 財務諸表 

 
ゴールドマン・サックス 米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド 

(1) 貸借対照表 

第2期 

(2004年7月22日現在) 

第3期 

(2005年1月20日現在) 区分 
注記

番号
金額（円） 金額（円） 

資産の部    

流動資産    

コール・ローン  100,334,487 142,202,508 

投資信託受益証券  5,579,090,705 5,285,408,514 

投資証券  226,947,035 173,028,723 

派生商品評価勘定  － 389,000 

未収入金  68,209,350 84,577,500 

未収利息  2 3 

流動資産合計  5,974,581,579 5,685,606,248 

資産合計  5,974,581,579 5,685,606,248 

負債の部    

流動負債    

派生商品評価勘定  10,731,200 20,060,500 

未払金  － 102,970,000 

未払収益分配金  58,137,428 － 

未払受託者報酬  623,934 590,280 

未払委託者報酬  34,977,791 31,791,762 

その他未払費用  1,485,503 1,405,364 

流動負債合計  105,955,856 156,817,906 

負債合計  105,955,856 156,817,906 

純資産の部    

元本    

元本  5,813,742,826 5,567,488,657 

剰余金    

期末剰余金又は期末欠損金

（△） 
 54,882,897 △38,700,315 

（うち分配準備積立金）  (40,115,318) (36,556,770) 

剰余金合計  54,882,897 △38,700,315 

純資産合計  5,868,625,723 5,528,788,342 

負債・純資産合計  5,974,581,579 5,685,606,248 
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(2) 損益及び剰余金計算書 

第2期 

自 2004年1月23日 

至 2004年7月22日 

第3期 

自 2004年7月23日 

至 2005年1月20日 
区分 

注記

番号

金額（円） 金額（円） 

経常損益の部   

営業損益の部   

営業収益   

受取利息  343 524 

有価証券売買等損益  91,419,235 △7,353,954 

為替差損益  △38,112,966 53,306,612 △51,649,099 △59,002,529

営業費用   

受託者報酬  623,934 590,280 

委託者報酬  34,977,791 31,791,762 

その他費用  1,485,503 37,087,228 1,405,364 33,787,406

営業利益又は営業損失（△）  16,219,384  △92,789,935

経常利益又は経常損失（△）  16,219,384  △92,789,935

当期純利益又は当期純損失

（△） 
 16,219,384  △92,789,935

一部解約に伴う当期純損失分配

額 
 2,149,162  3,247,735

期首剰余金  96,931,314  54,882,897

剰余金増加額   

当期追加信託に伴う剰余金増

加額 
 1,536,475 1,536,475 931,905 931,905

剰余金減少額   

当期一部解約に伴う剰余金減

少額 
 3,816,010 3,816,010 4,972,917 4,972,917

分配金  58,137,428  －

期末剰余金又は期末欠損金

（△） 
 54,882,897  △38,700,315
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重要な会計方針 

区分 

第2期 

自 2004年1月23日 

至 2004年7月22日 

第3期 

自 2004年7月23日 

至 2005年1月20日 

１．有価証券の評価基準
及び評価方法 

投資信託受益証券、投資証券 

 移動平均法に基づき、法令及び社
団法人投資信託協会規則に従い、
時価評価しております。 

投資信託受益証券、投資証券 

 同左 

２．デリバティブの評価基準
及び評価方法 

為替予約取引 

 為替予約の評価は、原則として、わ
が国における計算期間末日の対顧
客先物売買相場の仲値によって計
算しております。 

為替予約取引 
 同左 

３．その他財務諸表作成
のための基本となる重
要な事項 

外貨建取引等の処理基準 

 外貨建取引については、「投資信
託財産の貸借対照表、損益及び剰
余金計算書、附属明細表並びに運
用報告書に関する規則」(平成12年
総理府令第133号）第60条に基づ
き、取引発生時の外国通貨の額を
もって記録する方法を採用しておりま
す。 
但し、同61条に基づき、外国通貨

の売却時において、当該外国通貨に
加えて、外貨建資産等の外貨基金
勘定及び外貨建各損益勘定の前日
の外貨建純資産額に対する当該売
却外国通貨の割合相当額を当該外
国通貨の売却時の外国為替相場等
で円換算し、前日の外貨基金勘定
に対する円換算した外貨基金勘定の
割合相当の邦貨建資産等の外国投
資勘定と、円換算した外貨基金勘
定を相殺した差額を為替差損益とす
る計理処理を採用しております。 
 

外貨建取引等の処理基準 

 同左 

 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

区分 
第２期 

（2004年７月22日現在） 
第３期 

（2005年１月20日現在） 

１．元本の推移   

期首元本額 5,927,890,220円 5,813,742,826円

期中追加設定元本額 137,759,666円 299,959,753円

期中一部解約元本額 251,907,060円 546,213,922円

２．元本の欠損 ――――――  貸借対照表上の純資産額が元本

総額を下回っており、その差額は

38,700,315円であります。 
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（損益及び剰余金計算書関係） 

第２期 

自 2004年１月23日 

至 2004年７月22日 

第３期 

自 2004年７月23日 

至 2005年１月20日 

分配金の計算過程 分配金の計算過程 

計算期間末の費用控除後の配当等収益

（217,290円）、有価証券売買等損益（18,151,256

円）及び信託約款に規定する収益調整金

（21,058,169円）及び分配準備積立金（79,884,200

円）より、分配対象収益は119,310,915円（１口当た

り0.020522円）であり、うち58,137,428円（１口当たり

0.01円）を分配金額としております。 

 

 信託約款に規定する分配準備積立金

（36,556,770円）より、分配対象収益は36,556,770

円（１口当たり0.006566円）でありますが、分配を

行っておりません。 

 

（有価証券関係） 

売買目的有価証券 

第２期（2004年７月22日現在） 第３期（2005年１月20日現在） 

種類 
貸借対照表計上額 

（円） 

当計算期間の損益に
含まれた評価差額 

（円） 

貸借対照表計上額 
（円） 

当計算期間の損益に
含まれた評価差額 

（円） 

投資信託受益証券 5,579,090,705 264,658,713 5,285,408,514 228,094,390

投資証券 226,947,035 1,131,939 173,028,723 1,428,281

合計 5,806,037,740 265,790,652 5,458,437,237 229,522,671
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（デリバティブ取引等関係） 

Ⅰ 取引の状況に関する事項 
第２期 

自 2004年１月23日 
至 2004年７月22日 

第３期 
自 2004年７月23日 
至 2005年１月20日 

１．取引の内容 １．取引の内容 

 当投資信託の利用しているデリバティブ取引は、

通貨関連では為替予約取引であります。 

 同左 

２．取引に対する取組方針 ２．取引に対する取組方針 

 デリバティブ取引は、信託約款に定める運用の

基本方針に従う方針であります。 

 同左 

３．取引の利用目的 ３．取引の利用目的 

 デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の

効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リ

スクを回避する目的で利用しています。 

 同左 

４．取引に係るリスクの内容 ４．取引に係るリスクの内容 

 当投資信託の利用しているデリバティブ取引に

係るリスクとしては、為替などの市場価格が変動す

る事によって発生するマーケットリスク及び取引相

手先が契約を履行できなくなる場合、すなわちデ

フォルト状態となった時に発生する取引先リスクが

あります。 

 同左 

５．取引に係るリスク管理体制 ５．取引に係るリスク管理体制 

 デリバティブ取引の執行・管理については、運用・

執行を担当する部署により行っております。また、

法令などに基づく損失限度額のモニタリングは別途

コンプライアンス部により行われております。 

 同左 

６．取引の時価等に関する事項についての補足説

明 

６．取引の時価等に関する事項についての補足説

明 

 取引の時価等に関する事項についての契約額

等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な

契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金

額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すも

のではありません。 

 同左 
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Ⅱ 取引の時価等に関する事項 

通貨関連 

第２期（2004年７月22日現在） 第３期（2005年１月20日現在） 

区分 種類 
契約額等 

（円） 
うち１年超
（円） 

時価 
（円） 

評価損益
（円） 

契約額等 
（円） 

うち１年超（円） 
時価 
（円） 

評価損益 
（円） 

為替予約
取引 

   

売建    

米ドル 5,845,233,800 － 5,855,965,000 △10,731,200 5,423,039,500 － 5,443,100,000 △20,060,500

買建    

市場
取引
以外
の取
引 

米ドル － － － － 102,551,000 － 102,940,000 389,000

合計 5,845,233,800 － 5,855,965,000 △10,731,200 5,525,590,500 － 5,546,040,000 △19,671,500

 （注）時価の算定方法 

・為替予約取引 

１．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。 

(1）計算期間末日において予約為替の受渡し日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表

されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。 

(2）計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっており

ます。 

① 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物

相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価し

ております。 

② 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い

発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。 

２．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相

場の仲値により評価しております。 

 

 

（１口当たり情報） 

区分 
第２期 

（2004年７月22日現在） 
第３期 

（2005年１月20日現在） 

１口当たり純資産額 1.0094円 0.9930円 

 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

 

(3) 附属明細表 

① 有価証券明細表 

(ア）株式 

 該当事項はありません。 
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(イ)株式以外の有価証券 

通貨 種類 銘柄 口数 評価額 備考

米ドル 
投資信託 
受益証券 

ゴールドマン・サックス 米国株式
マーケット・ニュートラル・ファンドＡ
クラス 

4,896,927.699 51,329,596.14 － 

 投資証券 

ゴールドマン・サックス ファンズ・
ピー・エル・シー－ゴールドマン・
サックス ＵＳ＄リキッド・リザーブ
ズ・ファンド インスティチューショナ
ル・アキュムレーション・シェアクラス

161.797 1,680,379.95  

 53,009,976.09 
小計   

 (5,458,437,237)
 

5,458,437,237 
合計 －  

(5,458,437,237)
 

（注）１．小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。 

   ２．合計金額欄の（ ）内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。 

   ３．外貨建有価証券の内訳 

 

通貨 銘柄数 
組入投資信託受益

証券比率 組入投資証券比率 
合計金額に対する

比率 

米ドル 
投資信託受益証
券 １銘柄 96.8％ － 100.0％

 投資証券 １銘柄 － 3.2％ 

② 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 

「注記事項（デリバティブ取引等関係）」の「Ⅱ 取引の時価等に関する事項」に記載されております。 
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参考情報 

 当ファンドは「ゴールドマン・サックス 米国株式マーケット・ニュートラル・ファンドＡクラス」の受益証券

および「ゴールドマン・サックス ファンズ・ピー・エル・シー－ゴールドマン・サックス ＵＳ＄リキッド・リザー

ブズ・ファンド インスティチューショナル・アキュムレーション・シェアクラス」を主要投資対象としており、

貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」および「投資証券」は、これらの投資

信託受益証券および投資証券です。 

 これらの投資信託受益証券および投資証券の状況は以下のとおりです。なお、以下に記載された

情報は監査対象外です。 

 「ゴールドマン・サックス 米国株式マーケット・ニュートラル・ファンドＡクラス」は、アイルランド籍の契

約型の外国投資信託です。同投資信託受益証券は、2004 年９月 30 日に計算期間が終了し、

アイルランドにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、公認

会計士による財務諸表監査を受けています。 

「ゴールドマン・サックス ファンズ・ピー・エル・シー－ゴールドマン・サックス ＵＳ＄リキッド・リザーブズ・

ファンド インスティチューショナル・アキュムレーション・シェアクラス」はアイルランド籍の外国投資証券で

す。同投資証券は、2003 年 12 月 31 日に計算期間が終了し、アイルランドにおいて一般に公正

妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、公認会計士による財務諸表監査を

受けています。 

 

●ゴールドマン・サックス 米国株式マーケット・ニュートラル・ファンドの組入れ資産の明細（2005 年１

月 18 日現在） 

これらの内容は、当投資信託受益証券の全てのクラス（Ａクラス、Ｂクラス）を含んだ内容です。 

株式（買建） 

銘柄名 組入比率 

AAR CORP 0.10％

AGCO CORPORATION 1.03％

ACXIOM CORP 0.51％

ADVANCED MICRO DEVICES 1.13％

AGILYSYS INC 0.11％

ALASKA AIR GROUP INC 0.75％

ALBANY INTL CORP -CL A 0.09％

ALLEGHANY CORP 0.07％

ALLERGAN INC 0.86％

ALLIANT ENERGY CORP 0.29％

ALPHARMA INC-CL A 0.28％

AMCOL INTERNATIONAL CORP 0.08％

AMERICAN AXLE & MFG HOLDINGS 0.12％

AMERICAN GREETINGS CORP -CL A 0.58％

AMERICREDIT 0.85％

AMERISOURCEBERGEN CORP 0.21％

AMERITRADE HOLDING CORP CL A 0.28％
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銘柄名 組入比率 

ANIXTER INTERNATIONAL INC 0.33％

APPLIED BIOSYSTEMS GROUP -APP 1.22％

CELERA GENOMICS GROUP-APPLER 0.09％

APPLICA INC 0.11％

AQUANTIVE INC 0.11％

ARBITRON INC 0.50％

ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 0.11％

ASPECT COMMUNICATIONS CORP 0.14％

ATMEL CORPORATION 0.03％

AUDIOVOX CORP - CL A 0.08％

AUTODESK INC 2.03％

AUTONATION INC 0.26％

AVNET INC 0.16％

BMC SOFTWARE INC 0.58％

BANK OF HAWAII CORP 0.31％

BARNES & NOBLE INC. 0.34％

BERKLEY (WR) CORP 0.30％

BIOGEN IDEC INC 2.34％

BLACK & DECKER CORPORATION 0.10％

BLACK BOX CORPORATION 0.07％

BLACKROCK INC 0.23％

BLOCKBUSTER INC - CLASS A 0.00％

BLOCKBUSTER INC - CLASS B-WI 0.00％

BROOKFIELD HOMES CORP 0.31％

BURLINGTON RESOURCES INC 0.60％

C-COR INC 0.08％

CEC ENTERTAINMENT INC 0.40％

CKE RESTAURANTS INC 0.30％

CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 0.31％

CAL DIVE INTERNATIONAL INC 0.17％

CAREER EDUCATION CORPORATION 0.16％

CARPENTER TECHNOLOGY 0.67％

CENDANT CORPORATION 0.24％

CENTURYTEL INC 0.86％

CEPHALON INC 1.27％

CHARTER MAC 0.09％

CHOICE HOTELS INTL INC 0.66％

CIMAREX ENERGY CO 0.09％

CIRCUIT CITY STORES 1.32％

COLDWATER CREEK INC 0.33％

COMMERCIAL METALS CO 0.35％

COMMONWEALTH TELEPHONE ENTRP 0.09％

COMMSCOPE INC 0.34％
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銘柄名 組入比率 

COMPUCREDIT CORP 0.39％

COMPUTER SCIENCES CORP 0.41％

CONNETICS CORP 0.06％

CONSOLIDATED GRAPHICS INC 0.13％

CONVERGYS CORPORATION 0.39％

CREE INC 0.74％

CUMULUS MEDIA INC - CL A 0.08％

CYTYC CORPORATION 0.13％

DELPHI CORPORATION 0.14％

DILLARDS INC -CL A 0.30％

DOLLAR THRIFTY AUTOMOTIVE GP 0.42％

EMCOR GROUP INC 0.11％

ENDO PHARMACEUTICAL HLDGS INC 0.16％

ENPRO INDUSTRIES INC 0.13％

ENZON PHARMACEUTICALS INC 0.21％

EXPRESSJET HOLDINGS INC 0.25％

FEDERATED INVESTORS INC-CL B 0.09％

FERRO CORP 0.15％

FIRST HORIZON PHARMACEUTICALS 0.25％

FLOWERS FOODS 0.21％

FORD MOTOR COMPANY 1.03％

FREESCALE SEMICONDUCTOR-B 0.09％

FULLER H B CO 0.09％

GEN-PROBE INC 0.41％

GENESIS HEALTHCARE CORP-W/I 0.09％

GEORGIA GULF CORP 0.70％

GTECH HOLDINGS CORPORATION 0.43％

HANDLEMAN CO 0.35％

HARMAN INTERNATIONAL 2.33％

HEARST-ARGYLE TELEVISION INC 0.68％

HOUSTON EXPLORATION COMPANY 1.06％

HUNT JB TRANS SVCS INC. 1.20％

IMS HEALTH INC 0.37％

IMCLONE SYSTEMS 0.80％

IMAGISTICS INTL INC 0.35％

IMMUCOR INC 0.20％

INFOSPACE INC 0.43％

INGRAM MICRO INC -CL A 0.39％

INTERGRAPH CORP 0.26％

J. JILL GROUP INC 0.09％

JOHNSON & JOHNSON 2.03％

JOURNAL COMMUNICATIONS INC-A 0.09％

KEANE INC 0.16％
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銘柄名 組入比率 

KINDRED HEALTHCARE INC 0.64％

KINETIC CONCEPTS INC 0.15％

KNIGHT TRADING GROUP INC 0.19％

KOMAG INC 0.11％

KOS PHARMACEUTICALS INC 0.80％

LANDAMERICA FINANCIAL GROUP 1.06％

LANDRY'S RESTAURANTS INC 0.26％

LIBERTY CORP 0.06％

LIBERTY MEDIA INTL INC-A 1.15％

LITHIA MOTORS INC - CL A 0.18％

LOEWS CORPORATION 1.43％

LONGS DRUGSTORES CORP 0.84％

LOUISIANA PACIFIC CORP 0.99％

LUBRIZOL CORP 0.71％

MBIA INC 0.32％

M/I HOMES INC 0.10％

MTS SYSTEMS CORP 0.13％

MANNATECH INC 0.08％

THE MEN'S WEARHOUSE INC 0.21％

METROLOGIC INSTRUMENTS INC 0.07％

MICROCHIP TECHNOLOGY INC 0.13％

MICRON TECHNOLOGY INC 1.61％

MILLENNIUM PHARMACEUTICALS 0.86％

MOODY'S CORP 2.26％

MOTOROLA INC 0.80％

MOVIE GALLERY INC 0.32％

NCR CORPORATION 0.30％

NACCO INDUSTRIES -CL A 0.20％

NASH FINCH CO 0.14％

NATIONWIDE FINANCIAL SERV - A 0.09％

99 CENTS ONLY STORES 0.19％

NORTHEAST UTILS 0.66％

NU SKIN ENTERPRISES INC -A 0.10％

NUCOR CORP 0.10％

OMNIVISION TECHNOLOGIES 0.98％

PAPA JOHN'S INTL INC 0.07％

PAR PHARMACEUTICAL COS INC 1.09％

PARKER HANNIFIN CORP 0.09％

PAYLESS SHOESOURCE INC-W/I 0.55％

PETCO ANIMAL SUPPLIES INC 0.09％

PILGRIM'S PRIDE CORP 1.33％

PLANTRONICS INC 0.14％

POGO PRODUCING CO 0.10％
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銘柄名 組入比率 

POLARIS INDUSTRIES INC 1.32％

QUANEX CORP 0.77％

RADIO ONE INC 0.29％

RAYTHEON COMPANY 0.34％

RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO. 0.08％

RESPIRONICS INC 0.17％

RUSSELL CORP 0.07％

RYERSON TULL INC 0.45％

SPDR TRUST SERIES 1 0.92％

SANMINA-SCI CORP 0.94％

SEACHANGE INTERNATIONAL INC 0.44％

SEACOR HOLDINGS INC 0.11％

SHOPKO STORES INC 0.34％

SIERRA PACIFIC RESOURCES 0.28％

SILICON IMAGE INC 0.09％

SKECHERS USA INC 0.12％

SONIC AUTOMOTIVE INC 0.45％

SOUTHERN PERU COPPER CORP 0.49％

THE SPORTS AUTHORITY INC 0.51％

STAGE STORES INC 0.69％

STEIN MART INC 0.11％

STEWART & STEVENSON SERVICES 0.23％

STEWART INFO SVCS 0.51％

STONE ENERGY CORP 0.27％

STORAGE TECHNOLOGY CORP 0.33％

SUNOCO INC 0.65％

SUPERVALU INC 0.52％

SWIFT TRANSPORTATION CO INC 0.12％

TECH DATA CORPORATION 0.54％

TECUMSEH PRODUCTS CO -CL A 0.05％

TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 0.10％

TELEPHONE & DATA SYSTEM 0.79％

TELLABS INC 0.38％

TELETECH HOLDINGS INC 0.09％

TERRA INDUSTRIES INC 0.20％

TETRA TECHNOLOGIES INC 0.08％

TEXAS INDUSTRIES INC 0.18％

TOYS 'R' US INC 0.96％

TRADESTATION GROUP INC 0.07％

TYSON FOODS INC -CL A 0.89％

USANA HEALTH SERVICES INC 0.38％

USG CORP 0.70％

UNIONBANCAL CORPORATION 0.23％
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銘柄名 組入比率 

UNITED INDUSTRIAL CORPORATION 0.08％

UNITED ONLINE INC. 0.27％

UNITED RENTALS INC 0.30％

UNITED STATES STEEL CORP 0.09％

UNIVERSAL COMPRESSION HOLDINGS 0.44％

VALUECLICK INC. 0.11％

VERITAS DGC INC 1.21％

VERTRUE INC 0.06％

VIACOM INC CLASS B 2.48％

VISTEON CORP 0.42％

WASHINGTON GROUP INTL INC 0.31％

WATSCO INC 0.10％

WEBSENSE INCORPORATED 0.50％

WESCO INTERNATIONAL INC 0.68％

WORLD ACCEPTANCE CORP 0.13％

YAHOO! INC 0.13％

ZENITH NATIONAL INSURANCE CORP 0.41％

（注１）データ提供元：Investors Fund Services (Ireland) Limited 

（注２）組入れ比率は、当該投資信託受益証券の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 
 

●ゴールドマン・サックス ファンズ・ピー・エル・シー－ゴールドマン・サックス ＵＳ＄リキッド・リザーブズ・

ファンド インスティチューショナル・アキュムレーション・シェアクラスの組入れ資産の明細（2005 年１

月 19 日現在） 

これらの内容は、当投資証券の全てのクラス（Institutional Distribution Class, Administration 

Distribution Class, Preferred Distribution Class, Institutional Accumulation Class, 

Administration Accumulation Class, Preferred Accumulation Class, Value Distribution Class, 

Capital Distribution Class）を含んだ内容です。 

銘柄名 償還年月日 組入比率 

<譲渡性預金証書> 

SHEFFIELD FRN CD 2005/1/25 0.67％

YANKEE CD 1.3775 2005/1/31 0.32％

LAND YCD Y1.415% 2005/2/02 0.12％

NORNIN CD 2.39% 2005/2/02 0.93％

ALLI ECD Y1.405% 2005/2/02 0.11％

CREDIT FCD Y1.40% 2005/2/02 0.17％

UNICREDITO CD Y 2.305% 2005/2/02 0.19％

RBC YCD Y1.40% 2005/2/08 0.21％

COMPASS SEC CD FRN 2005/3/17 0.19％

NORTH ROCK CD Y 2.50% 2005/3/22 0.23％

NTH ROCK CD 2.5% 2005/3/22 0.46％

RBS YCD Y1.37995% 2005/3/31 0.23％

NATEXIS CD Y2.605 2005/4/12 0.46％

BAYER CD Y 1.5% 2005/5/06 0.21％
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銘柄名 償還年月日 組入比率 

CAI CD Y 1.45% 2005/5/06 0.58％

UBS AG YCD Y1.4725% 2005/5/06 0.30％

ALLIANCE & LEIC CD Y2.505 2005/10/12 0.23％

SVENSKA CD Y 2.51% 2005/10/31 0.46％

DANSKE YCD 2.51 2005/11/08 0.69％

TORONTO CD Y2.73% 2005/11/14 0.39％

<コマーシャルペーパー> 

THAMES CP Y2.36% 2005/1/20 0.32％

GEORGE ST. 2.37% 2005/1/21 0.59％

NORTHERN ROCK CP Y 2.045% 2005/1/21 0.23％

NORDEUTSCHE CP Y 2.05% 2005/1/21 0.23％

CANCARA CP Y2.38% 2005/1/24 0.19％

COMPASS CP Y2.39% 2005/1/24 0.28％

TULIP CP Y2.385% 2005/1/24 0.46％

COMPASS CP Y2.39% 2005/1/24 0.46％

SCALDIS CP Y2.38% 2005/1/25 0.10％

COMPASS CP Y 2.39% 2005/1/25 0.37％

FCAR CP Y 2.23% 2005/1/25 0.46％

ENI CP Y2.08% 2005/1/27 0.23％

SOLIT CP Y2.09% 2005/1/27 0.26％

DAKOTA CP Y 2.35% 2005/1/28 0.93％

CLIPPER CP Y2.36% 2005/1/28 0.87％

TICONDEROGA CP Y 2.28% 2005/1/28 1.16％

BANQ CP Y2.085% 2005/1/28 0.46％

MACQUAIRE CP Y 2.38% 2005/2/01 0.28％

ST GEORGE CP Y 2.39% 2005/2/01 0.46％

ST. GEORGE CP Y 2.39% 2005/2/01 0.46％

GEMINI SEC 2.28% 2005/2/01 0.67％

GEN ELEC CP Y 1.75% 2005/2/01 1.16％

TULIP CP Y2.31 2005/2/01 0.38％

SOLITAIRE CP Y2.22 2005/2/01 0.23％

SOLITAIRE CP Y2.22% 2005/2/02 0.39％

HSH CP Y 2.38% 2005/2/02 1.39％

SOLITAIRE CP Y 2.38% 2005/2/02 0.21％

STADS CP Y 2.295% 2005/2/02 0.46％

HSH CP Y 2.30% 2005/2/02 0.93％

NTH ROCK CP Y 2.30% 2005/2/02 0.65％

EON AG CP Y 2.34% 2005/2/02 0.93％

IRISH CP Y2.22 2005/2/02 0.46％

NATIONWIDE CP Y 2.24% 2005/2/02 0.46％

LANDESBANK CP Y 2.25% 2005/2/02 1.39％

DAKOTA CP Y 2.23% 2005/2/03 0.46％

SOLIT CP Y2.245% 2005/2/03 0.26％

LANDES CP Y2.23% 2005/2/03 0.69％



１４． ファンドの経理状況および運用状況 

53 

銘柄名 償還年月日 組入比率 

ABN CP Y 2.24% 2005/2/03 0.35％

SBAB CP Y 2.24% 2005/2/03 0.35％

STADSHYPOTEK CP Y 2.24% 2005/2/03 0.19％

SOLATAIRE CP Y 2.25% 2005/2/03 0.19％

JUPITER CP Y 2.33% 2005/2/07 0.67％

RANGER CP Y 2.33% 2005/2/08 0.66％

TICONDER CP Y 2.34% 2005/2/09 0.46％

GEORGE CP Y2.25% 2005/2/10 0.18％

DAKOTA CP Y 2.38% 2005/2/15 0.51％

SOLITAIRE CP Y 2.27% 2005/2/17 0.07％

ATLANTIS CP Y 2.26% 2005/2/18 0.48％

CANCARA CP Y 2.26% 2005/2/18 0.35％

GRAMPIAN CP Y 2.27% 2005/2/18 0.46％

SOLITAIRE CP Y 2.37% 2005/2/24 0.27％

ABN CP Y 2.36% 2005/2/24 0.46％

NAT OZ BANK CP Y 2.365% 2005/3/01 0.69％

SCALDIS CP Y 2.38% 2005/3/01 0.12％

IRISH LIFE CP Y 2.375% 2005/3/02 0.46％

SCALDIS CP Y 2.38% 2005/3/02 0.43％

EDISON CP Y 2% 2005/3/07 0.43％

ING CP Y 2.38% 2005/3/07 0.46％

GEMINI CP Y 2.45% 2005/3/11 0.55％

RWE CP Y 2.47% 2005/3/11 0.12％

AMSTEL CP Y 2.43% 2005/3/15 1.15％

NOR SEA CP Y2.52% 2005/3/15 0.12％

DEXIA CP Y 2.47% 2005/3/16 0.51％

CANCARA CP Y2.5% 2005/3/21 0.12％

SCALDIS CP Y 2.49% 2005/3/21 0.19％

CANCARA CP Y 2.5% 2005/3/21 0.15％

MOTOWN CP Y2.51% 2005/3/21 0.58％

SOLITAIRE CP 2.48% 2005/3/22 0.28％

BL WEST OZ CP2.5% 2005/3/22 0.46％

HSH CP Y 2.5% 2005/3/22 1.15％

EON CP Y 2.5% 2005/3/22 1.38％

SOLATAIRE CP Y 2.51% 2005/3/22 0.46％

SCALDIS CP Y2.5% 2005/3/23 0.10％

NETWORK CP Y 2.05% 2005/3/24 0.85％

NORD CP Y 2.06% 2005/3/24 0.46％

DEKABANK CP Y 2.06% 2005/3/24 0.46％

BK NZ CP Y 2.06% 2005/3/24 0.23％

UNICREDITO CP Y 2.06% 2005/3/24 0.18％

AMSTEL FUNDING CP Y 2.49% 2005/3/29 0.92％

GENLUX CPY2.085% 2005/3/29 0.32％

LANDES CPY2.095% 2005/3/29 0.14％
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銘柄名 償還年月日 組入比率 

MOTOWN CP Y2.56% 2005/4/08 0.35％

ALL&LEC CP Y2.62% 2005/4/13 0.39％

GRAMPIAN CP Y 2.58% 2005/4/14 0.62％

SCALDIS CP Y 2.6% 2005/4/15 0.87％

RABOBA CP Y2.62% 2005/4/18 0.46％

GRAMPIAN CP Y2.21% 2005/4/19 0.22％

ATLANTIS CP Y2.59% 2005/4/21 0.74％

HBOS ECP Y2.26% 2005/5/03 0.46％

DEXIA ECP Y2.265% 2005/5/04 0.46％

KBC CP Y 2.29% 2005/5/04 0.23％

ENI CP Y2.29% 2005/5/04 0.46％

DEXIA CP Y2.72% 2005/11/10 0.27％

BFCM CP Y 2.74% 2005/11/10 0.18％

BFDM CP Y2.74% 2005/11/10 0.18％

BANQUE CP Y 3% 2005/12/20 0.29％

<社債> 

HBOS TSY FRN 2005/1/21 0.51％

BAYERISHE FRN 2005/1/31 0.46％

AB SPINTAB FRN 2005/2/04 0.30％

ASB BANK FRN 2005/2/09 0.23％

COMPASS SEC FRN 2005/2/14 0.35％

AB SPINTAB FRN 2005/2/14 0.46％

AB SPINTAB FRN 2005/2/18 0.56％

DEUTSCHE BK FRN 2005/2/18 0.47％

NORTHERN ROCK FRN 2005/3/14 0.09％

AB SPINTAB FRN 2005/3/18 0.30％

ING VEREKER FRN 2005/3/22 0.46％

LANDESBK FRN 2005/3/22 0.46％

LANDESBANK FRN 2005/3/31 0.21％

AIG-FP MAT FRN 2005/4/01 0.51％

LANDESBANK FRN 2005/4/05 0.16％

AMERICAN EXPR FRN 2005/4/15 0.23％

LANDESBANK FRN 2005/4/15 0.09％

RABOBANK NED FRN 2005/4/25 1.46％

BANK OF MONTREAL FRN 2005/4/28 0.08％

NATIONWIDE FRN 2005/4/28 0.23％

CREDIT AGRI FRN 2005/4/29 0.93％

DEXIA BRANCH FRN 2005/4/29 0.93％

DEUTSCHE BK FRN 2005/5/16 0.74％

CANADIAN IMP FRN 2005/5/31 0.58％

SWISS TRY FRN 2005/6/03 0.46％

AUST & NZ BANK FRN 2005/6/07 0.23％

SWISS TRY FRN 2005/6/10 0.46％

UNICREDITO FRN 2005/6/14 0.39％
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銘柄名 償還年月日 組入比率 

DEPFA BANK PLC 0% 2005/6/15 0.46％

ROYAL BK OF SCOT FRN 2005/6/20 0.69％

HBOS TRY FRN 2005/7/29 0.69％

AUST & NZ FRN 2005/8/19 0.23％

AB SPINTAB FRN 2005/9/07 0.46％

AUST&NZ BANK FRN 2005/9/09 0.23％

HBOS TSY SRV FRN 2005/9/20 0.69％

AUST & NZ BK FRN 2005/9/28 0.23％

ROYAL BK SCOT FRN 2005/9/30 1.39％

ROYAL BK CAN FRN 2005/10/07 0.42％

ASB BANK FRN 2005/10/11 0.28％

WESTPAC BK FRN 2005/10/11 0.35％

METLIFE GLOBL FRN 2005/10/14 0.28％

ING VERZ FRN 2005/11/04 0.23％

GEN ELEC CORP FRN-EXT MAT 2005/11/09 0.46％

ASB BK LTD FRN 2005/12/01 0.39％

CITIGROUP 6.75% 2005/12/01 0.29％

UNICREDITO FRN 2005/12/09 0.60％

AIG-FP MAT FRN 2005/12/15 0.93％

CAIXA GER FRN 2005/12/19 0.46％

HBOS TSY FRN 2006/1/20 0.58％

STATENS BOS FRN 2006/1/20 0.46％

MORGAN STAN FRN 2006/2/03 0.44％

UNICREDITO FRN 2006/7/20 0.58％

<米国政府割引債> 

FNMA 0% DN 2005/3/04 0.49％

<政府債> 

FHLB 1.5% 2005/4/05 0.11％

FHLB 1.33% 2005/5/02 0.12％

FHLB 2.26% 2005/5/03 0.69％

FNMA 1.36% 2005/5/03 0.35％

FHLB 1.5% 2005/5/04 0.16％

STATENS BOS FRN 2005/6/02 0.23％

STATENS FRN 2005/6/03 0.46％

<その他の資産> 

BARCLAY REP 2.27% 2005/1/20 3.70％

SG WAR REP 2.26% 2005/1/20 3.47％

MORGAN REPO 2.26% 2005/1/20 8.34％

JP MOR REP 2.26% 2005/1/20 1.85％

CSFB REPO 2.26% 2005/1/20 0.93％

BOA REPO 2.26% 2005/1/20 2.32％
（注１）データ提供元：AIB/BNY Fund Management (Ireland) Limited 

（注２）組入れ比率は、当該投資証券の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 
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１４－２． ファンドの現況 

 

(1) 純資産額計算書 

（2005 年１月 31 日現在） 

Ⅰ 資産総額 5,650,292,311円

Ⅱ 負債総額 59,976,409円

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 5,590,315,902円

Ⅳ 発行済口数 5,595,785,809口

Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9990円

 

(2) 投資有価証券の主要銘柄 
      （2005年１月31日現在）

国／ 
地域 

種類 銘柄名 
数量 

（口数） 

帳簿価額
単価 
（円） 

帳簿価額 
金額 
（円） 

評価額 
単価 
（円） 

評価額 
金額 
（円） 

投資
比率
（％）

アメリカ 
投資信託 
受益証券 

ゴールドマン・サックス 米国株式
マーケット・ニュートラル・ファンド
Ａクラス 

4,896,927.699 1,086 5,318,259,456 1,094 5,357,326,998 95.83

アメリカ 投資証券 

ゴールドマン・サックス ファンズ・
ピー・エル・シー－ゴールドマン・
サックス ＵＳ＄リキッド・リザーブ
ズ・ファンド インスティチューショナ
ル・アキュムレーション・シェアクラス

161.797 1,076,065 174,104,166 1,076,771 174,218,328 3.12

 

種類別投資比率（2005 年１月 31 日現在） 

種類 投資比率（％） 

投資信託受益証券 95.83 

投資証券 3.12 

合計 98.95 

 （注） 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 

 

(3) 投資不動産物件 

（2005 年１月 31 日現在） 

 該当事項はありません。 

 

(4) その他投資資産の主要なもの 

（2005 年１月 31 日現在） 

 該当事項はありません。 
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参考情報 

＜ゴールドマン・サックス 米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド＞ 

(1) 純資産額計算書 

（2005 年１月 26 日現在） 

Ⅰ 資産総額 469,642,120.47米ドル

Ⅱ 負債総額 217,426,170.95 

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 252,215,949.52 

Ⅳ 発行済口数 24,019,861.329口 

Ⅴ １口当たり純資産額（Ａクラス） 10.528米ドル

 

(2) 投資有価証券の主要銘柄 

（上位 30 銘柄） 
   （2005 年１月 26 日現在）

国／地域 種類 銘柄名 
数量 

(株式数) 

評価額 

金額 

（米ドル） 

投資 

比率 

（％） 

アメリカ 株式 VIACOM INC CLASS B 157,447.00 5,885,368.86 2.33

アメリカ 株式 MOODY'S CORP 66,100.00 5,489,605.00 2.18

アメリカ 株式 HARMAN INTERNATIONAL 44,800.00 5,459,328.00 2.16

アメリカ 株式 BIOGEN IDEC INC 85,000.00 5,394,950.00 2.14

アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 79,400.00 5,133,210.00 2.04

アメリカ 株式 AUTODESK INC 155,400.00 4,588,962.00 1.82

アメリカ 株式 MICRON TECHNOLOGY INC 353,900.00 3,648,709.00 1.45

アメリカ 株式 LOEWS CORPORATION 49,600.00 3,398,096.00 1.35

アメリカ 株式 CIRCUIT CITY STORES 228,800.00 3,210,064.00 1.27

アメリカ 株式 CEPHALON INC 64,700.00 3,169,653.00 1.26

アメリカ 株式 POLARIS INDUSTRIES INC 50,300.00 3,166,385.00 1.26

アメリカ 株式 PILGRIM'S PRIDE CORP 95,100.00 3,160,173.00 1.25

アメリカ 株式 VERITAS DGC INC 134,000.00 3,122,200.00 1.24

アメリカ 株式 HUNT JB TRANS SVCS INC. 69,700.00 3,047,284.00 1.21

アメリカ 株式 LIBERTY MEDIA INTL INC-A 64,000.00 2,914,560.00 1.16

アメリカ 株式 APPLIED BIOSYSTEMS GROUP -APP 143,800.00 2,881,752.00 1.14

アメリカ 株式 ADVANCED MICRO DEVICES 179,200.00 2,863,616.00 1.14

アメリカ 株式 LANDAMERICA FINANCIAL GROUP 49,900.00 2,578,832.00 1.02

アメリカ 株式 PAR PHARMACEUTICAL COS INC 66,200.00 2,565,912.00 1.02

アメリカ 株式 HOUSTON EXPLORATION COMPANY 46,800.00 2,499,120.00 0.99

アメリカ 株式 AGCO CORPORATION 119,800.00 2,436,732.00 0.97

アメリカ 株式 FORD MOTOR COMPANY 180,800.00 2,413,680.00 0.96

アメリカ 株式 OMNIVISION TECHNOLOGIES 140,600.00 2,397,933.00 0.95

アメリカ 株式 LOUISIANA PACIFIC CORP 94,600.00 2,373,514.00 0.94

アメリカ 株式 SANMINA-SCI CORP 323,300.00 2,373,022.00 0.94

アメリカ 株式 TOYS 'R' US INC 111,500.00 2,350,420.00 0.93

アメリカ 株式 SPDR TRUST SERIES 1 19,000.00 2,229,460.00 0.88

アメリカ 株式 TYSON FOODS INC -CL A 123,900.00 2,202,942.00 0.87

アメリカ 株式 CENTURYTEL INC 63,200.00 2,085,600.00 0.83

アメリカ 株式 AMERICREDIT 84,500.00 2,038,985.00 0.81

 （注） 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 

     なお、これらの内容は、当ファンドの全てのクラス（Ａクラス、Ｂクラス）を含んだ内容です。 
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(3) 投資不動産物件 

（2005 年１月 26 日現在） 

 該当事項はありません。 

 

(4) その他投資資産の主要なもの 

（2005 年１月 26 日現在） 

 該当事項はありません。 
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＜ゴールドマン・サックス ファンズ・ピー・エル・シー－ゴールドマン・サックス ＵＳ＄リキッド・リザーブズ・

ファンド＞ 

(1) 純資産額計算書 

（2005 年１月 28 日現在） 

Ⅰ 資産総額 21,588,398,002.32米ドル

Ⅱ 負債総額 170,984,034.87 

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 21,417,413,967.45 

Ⅳ 発行済口数 21,225,132,784.849口 

Ⅴ １口当たり純資産額（インスティチューショナ

ル・アキュムレーショ

ン・シェアクラス） 

10,392.54米ドル

 

(2) 投資有価証券の主要銘柄 

（上位 30 銘柄） 
   （2005年１月28日現在）

国／地域 種類 銘柄名 
数量 

(券面総額) 

評価額 

金額 

（米ドル） 

償還期限 

投資 

比率 

（％） 

アメリカ 社債券 RABOBANK NED FRN  315,000,000.00 314,985,501.07 2005/4/25 1.47

アメリカ 社債券 ROYAL BK SCOT FRN  300,000,000.00 300,000,000.00 2005/9/30 1.40

アメリカ その他有価証券 LANDESBANK CP Y 2.25% 300,000,000.00 299,962,677.28 2005/2/2 1.40

アメリカ その他有価証券 HSH CP Y 2.38% 300,000,000.00 299,960,461.42 2005/2/2 1.40

アメリカ その他有価証券 EON CP Y 2.5%  300,000,000.00 298,960,717.08 2005/3/22 1.40

アメリカ 社債券 HBOS TRY FRN  280,000,000.00 280,100,973.98 2005/7/29 1.31

アメリカ その他有価証券 GEN ELEC CP Y 1.75% 250,000,000.00 249,987,847.22 2005/2/1 1.17

アメリカ その他有価証券 AMSTEL CP Y 2.43% 250,000,000.00 249,274,375.00 2005/3/15 1.16

アメリカ その他有価証券 HSH CP Y 2.5% 250,000,000.00 249,134,911.53 2005/3/22 1.16

アメリカ その他有価証券 NORNIN CD 2.39% 200,000,000.00 199,999,998.24 2005/2/2 0.93

アメリカ 社債券 DEXIA BRANCH FRN  200,000,000.00 199,992,718.90 2005/4/29 0.93

アメリカ 社債券 CREDIT AGRI FRN  200,000,000.00 199,991,513.42 2005/4/29 0.93

アメリカ 社債券 AIG-FP MAT FRN  200,000,000.00 199,982,575.34 2005/12/15 0.93

アメリカ その他有価証券 HSH CP Y 2.30%  200,000,000.00 199,974,543.65 2005/2/2 0.93

アメリカ その他有価証券 EON AG CP Y 2.34% 200,000,000.00 199,974,094.30 2005/2/2 0.93

アメリカ その他有価証券 AMSTEL FUNDING CP Y 2.49% 200,000,000.00 199,211,500.00 2005/3/29 0.93

アメリカ その他有価証券 SCALDIS CP Y 2.6% 190,000,000.00 188,986,611.11 2005/4/15 0.88

アメリカ その他有価証券 NETWORK CP Y 2.05% 185,000,000.00 184,457,783.05 2005/3/24 0.86

アメリカ その他有価証券 ATLANTIS CP Y2.59% 21APR 160,601,000.00 159,676,652.02 2005/4/21 0.75

アメリカ 社債券 DEUTSCHE BK FRN  159,500,000.00 159,534,528.26 2005/5/16 0.74

アメリカ 社債券 HBOS TSY SRV FRN  150,000,000.00 150,000,000.00 2005/9/20 0.70

アメリカ その他有価証券 DANSKE YCD 2.51  150,000,000.00 149,982,875.89 2005/11/8 0.70

アメリカ 社債券 ROYAL BK OF SCOT FRN  150,000,000.00 149,982,546.43 2005/6/20 0.70

アメリカ その他有価証券 LANDES CP Y2.23%  150,000,000.00 149,972,267.58 2005/2/3 0.70

アメリカ その他有価証券 NAT OZ BANK CP Y 2.365% 150,000,000.00 149,715,908.86 2005/3/1 0.70

アメリカ 特殊債券 FHLB 2.26%  150,000,000.00 149,133,666.66 2005/5/3 0.70

アメリカ その他有価証券 NEWPORT CP Y 2.62% 150,000,000.00 149,072,083.33 2005/4/26 0.70

アメリカ その他有価証券 JUPITER CP Y 2.33% 145,162,000.00 145,096,233.55 2005/2/7 0.68

アメリカ その他有価証券 GEMINI SEC 2.28%  145,000,000.00 144,990,816.67 2005/2/1 0.68

アメリカ その他有価証券 RANGER CP Y 2.33% 142,374,000.00 142,300,281.91 2005/2/8 0.66

（注） 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 

なお、これらの内容は、当ファンドの全てのクラス（Institutional Distribution Share Class, Administration 

Distribution Share Class, Preferred Distribution Share Class, Institutional Accumulation Share Class, 

Administration Accumulation Share Class, Preferred Accumulation Share Class, Value Distribution Share 

Class, Capital Distribution Share Class）を含んだ内容です。 
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(3) 投資不動産物件 

（2005 年１月 28 日現在） 

 該当事項はありません。 

 

(4) その他投資資産の主要なもの 

（2005 年１月 28 日現在） 

 該当事項はありません。 

 

１４－３． 運用状況 

 

(1) 投資状況 
  （2005年１月31日現在）

資産の種類 国名 時価合計（円） 投資比率（％） 

投資信託受益証券 アイルランド 5,357,326,998 95.83 

投資証券 アイルランド 174,218,328 3.12 

その他の資産    

預金・コールローン・金銭信託 － 118,746,982 2.12 

その他の資産 － 3 0.00 

小計 － 118,746,985 2.12 

負債 － 59,976,409 1.07 

合計（純資産総額） － 5,590,315,902 100.00 

 （注） 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 

 

参考情報 

＜ゴールドマン・サックス 米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド＞ 
  （2005年１月26日現在）

資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％） 

株式 アメリカ 217,970,207.28 86.42 

その他有価証券 アメリカ 251,310,881.83 99.64 

その他の資産    

その他の資産 － 361,031.36 0.14 

小計 － 361,031.36 0.14 

負債 － 217,426,170.95 86.20 

合計（純資産総額） － 252,215,949.52 100.00 

 （注） 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 

     なお、これらの内容は、当ファンドの全てのクラス（Ａクラス、Ｂクラス）を含んだ内容です。 
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＜ゴールドマン・サックス ファンズ・ピー・エル・シー－ゴールドマン・サックス ＵＳ＄リキッド・リザーブズ・

ファンド＞ 
  （2005年１月28日現在）

資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％） 

国債証券 アメリカ 458,609,137.15 2.14 

社債券 アメリカ 5,246,372,646.28 24.50 

特殊債券 アメリカ 104,874,000.00 0.49 

その他有価証券 アメリカ 10,533,913,167.56 49.18 

その他の資産    

預金・コールローン・金銭信託 － 6,250.88 0.00 

その他の資産 － 5,244,622,800.45 24.49 

小計 － 5,244,629,051.33 24.49 

負債 － 170,984,034.87 0.80 

合計（純資産総額） － 21,417,413,967.45 100.00 

 （注） 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 

なお、これらの内容は、当ファンドの全てのクラス（Institutional Distribution Share Class, Administration 

Distribution Share Class, Preferred Distribution Share Class, Institutional Accumulation Share Class, 

Administration Accumulation Share Class, Preferred Accumulation Share Class, Value Distribution Share 

Class, Capital Distribution Share Class）を含んだ内容です。 

 

(2) 運用実績 

①純資産の推移 

 2005 年１月 31 日及び同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の

推移は次の通りです。 

期 年月日 

純資産総額 

（百万円） 

（分配落） 

純資産総額 

（百万円） 

（分配付） 

１口当たり純資

産額（円） 

（分配落） 

１口当たり純資

産額（円） 

（分配付） 

１期 （2004年１月22日） 6,024 6,024 1.0164 1.0164 

２期 （2004年７月22日） 5,868 5,926 1.0094 1.0194 

３期 （2005年１月20日） 5,528 5,528 0.9930 0.9930 

 2004年２月末日 6,019 － 1.0089 － 

 2004年３月末日 6,012 － 1.0096 － 

 2004年４月末日 5,944 － 1.0088 － 

 2004年５月末日 5,951 － 1.0146 － 

 2004年６月末日 5,905 － 1.0157 － 

 2004年７月末日 5,948 － 1.0174 － 

 2004年８月末日 5,661 － 1.0048 － 

 2004年９月末日 5,588 － 0.9990 － 

 2004年10月末日 5,492 － 0.9918 － 

 2004年11月末日 5,549 － 1.0051 － 

 2004年12月末日 5,594 － 1.0049 － 

 2005年１月末日 5,590 － 0.9990 － 

 （注） 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 
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②分配の推移 

期 計算期間 １口当たりの分配金（円） 

第１期 
自 2003年８月29日 
至 2004年１月22日 

0.0000 

第２期 
自 2004年１月23日 
至 2004年７月22日 

0.0100 

第３期 
自 2004年７月23日 
至 2005年１月20日 

0.0000 

 

③収益率の推移 

期 計算期間 収益率（％） 

第１期 
自 2003年８月29日 
至 2004年１月22日 

1.6 

第２期 
自 2004年１月23日 
至 2004年７月22日 

0.3 

第３期 
自 2004年７月23日 
至 2005年１月20日 

△1.6 

 

(3) 設定及び解約の実績 

 下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通

りです。 

期 計算期間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）

第１期 
自 2003年８月29日 
至 2004年１月22日 

5,983,906,320 
(0)

56,016,100
(0)

5,927,890,220 
(0)

第２期 
自 2004年１月23日 
至 2004年７月22日 

137,759,666
(0)

251,907,060
(0)

5,813,742,826 
(0)

第３期 
自 2004年７月23日 
至 2005年１月20日 

299,959,753
(0)

546,213,922
(0)

5,567,488,657
(0)

 （注 1） （ ）内の数字は本邦外における設定、解約及び発行済み口数です。 

 （注 2） 設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。 
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１５． その他 

 

(1) 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。 

(2) 1 または複数の内容の要約仮目論見書を使用することがあります。 

有価証券届出書添付書類を、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 12 条 1

項 1 号ロに規定する書類(以下｢要約仮目論見書｣といいます。ただし、有価証券届出書によ

る届出が効力を生じた後に使用される場合は｢要約目論見書｣という表題が用いられることがあ

ります。)として、以下の記載に従い使用します。 

(ｲ) 要約仮目論見書は、チラシ、パンフレット、ポスター、ダイレクトメール(ハガキ、封書用)、電

子媒体として使用されるほか、新聞、雑誌、書籍およびインターネット等に掲載されることが

あります。 

(ﾛ) 要約仮目論見書は、使用形態によって字体、レイアウト、用紙および印刷の色、デザイン

等が変更されることがあります。また、委託会社および販売会社の名称およびロゴ、本ファン

ドのロゴ、写真、イラスト、見出しおよびキャッチ・コピーを付加して使用されることがありま

す。 

要約仮目論見書の表紙に以下のような文言を記載することがあります。 

投資信託をご購入の際の注意事項 

・ お申込の際は必ず｢目論見書｣をご覧ください。 

・ 本ファンドは株式など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資

しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありま

せん。 

・ 投資信託は、預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありません。 

・ 証券会社以外の金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対

象ではありません。 

・ 投資信託は、金融機関の預金と異なり、元本および利息の保証はありません。 

・ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことに

なります。 

(ﾊ) 有価証券届出書本文第一部｢証券情報｣および第二部｢ファンド情報｣の主要内容を要

約し、｢お申込メモ｣、｢本ファンドの概要｣、｢ご投資の手引き｣および｢費用と税金｣として、

要約仮目論見書に記載することがあります。これらの記載については、本ファンドの信託設

定日以降は当初募集に関する記載を削除して用いることがあります。また、有価証券届

出書第三部｢特別情報｣の主要内容を要約し、要約仮目論見書に記載することがありま

す。 

(ﾆ) 要約仮目論見書に以下の趣旨の文章または文言の全部または一部を記載することがあり

ます。 

・ 米国株市場全体の動向にかかわりなく、資産成長を追求する、新しいファンド。 

(ﾎ) 要約仮目論見書中の一定の用語につき、商標登録申請中または登録商標であることを
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示す文言または記号を用いることがあります。 

(ﾍ) メモ欄として罫線を記載した頁を設けることがあります。 

(ﾄ) 社長のごあいさつ(言及されるデータは適宜更新されます。)を記載することがあります。 

(ﾁ) 本ファンドまたは組入れる投資信託証券の保有証券と運用状況に関する情報として、主

要または一部組入銘柄(業種・セクター、主要取引市場、組入比率、組入数、組入額、

格付を含みます。)、投資対象の資産別構成比、投資国別構成比、業種・セクター別構

成比、市場別構成比、株式および先物の合計に基づく組入割合の表示によるポートフォリ

オ構成、通貨、為替予約の状況ならびにそれらの推移等に関する説明を、文章、数値、

グラフで表示することがあります(表示されるデータは適宜更新されます。)。また、直近の基

準価額、純資産総額等を表示することがあります。なお、セクターの記載に関しては、本

ファンドの運用チーム独自の分類を用いることがあります。 

(ﾘ) 運用実績として基準価額(税引き前分配金込みもしくは分配金落ち後またはその双方)お

よび過去の分配実績(各月および年率換算ならびに再投資の状況を含みます。)の推移、

年換算利回り、設定来または直近 1 週間、1 ヵ月、3 ヵ月、6 ヵ月、1 年、1 年半、2 年、

3 年の騰落率等を数値またはグラフで表示することがあります(表示されるデータは適宜更

新されます。)。 



＜投資信託用語集＞

投資信託用語集（１）

委託会社（いたくがいしゃ）

ファンドの設定・運用、目論見書・運用報告書の作成等を担当する会社（運用会社）を指します。

売り持ち（うりもち）（ショート・ポジション）

他から株券を借り、現在の株価で売り、値下がりしたところで買って、借りてきた株券を返済しようと

いう意図で行われるものです。価格が下落すると利益が出ますが、逆に、価格が上昇すると損失が

生じます。

運用報告書（うんようほうこくしょ）

ファンドの運用内容に関する情報を記載した報告書です。投資信託及び投資法人に関する法律の

　　
　　　　　定めによって、ファンドの決算時（年2回以上決算があるファンドについては年2回）および償還時に
　　　　　委託会社（運用会社）が作成し、取扱販売会社を通じて受益者に送られます。運用報告書には、設
　　　　　定来の運用経過、投資環境の説明、組入れ有価証券の明細など、運用状況についての情報が記
　　　　　載されています。

解約価額（かいやくかがく）

途中解約する際に用いる価額で、解約金は解約口数に解約価額を乗じて計算されます。解約価額

はファンドの基準価額から信託財産留保額を差引いた価額になります。ただし、信託財産留保額が

ないファンドでは基準価額と同じ価額となります。（換金価額という場合もあります。）

株式投資信託（かぶしきとうししんたく）

投資信託の分類の一つです。一般的には株式を主な投資対象とするファンドを指しますが、約款上

で株式を少しでも組入れることが可能なファンドは株式投資信託に分類されます。したがって、主に

公社債に投資するファンドであっても、株式投資信託に分類される場合があります。

為替ヘッジ（かわせヘッジ）

外貨保有に伴う為替リスクを為替予約取引等を活用することにより回避または低減する行為を言い
ます。為替ヘッジに際しては、ヘッジ対象となる通貨と日本円の金利差に相当するヘッジ・コストまた
はプレミアムが生じるため、海外の金利が日本の金利よりも高い場合であっても、直接享受すること
はできなくなります。

基準価額（きじゅんかがく）

ファンドの時価を表すものです。基準価額は、その日のファンドの純資産総額を総口数で割って計

算され、日々変動します。一般的に、当初1口が1万円のファンドは1口当たりの価額、当初1口が1
円のファンドは1万口当たりの価額で表示されます。



＜投資信託用語集＞

投資信託用語集（２）

受託銀行（じゅたくぎんこう）

ファンドの信託財産を保管・管理する信託銀行を指します。

信託財産留保額（しんたくざいさんりゅうほがく）

運用の安定性を高めると同時に、信託期間の途中に換金される方と引き続きこの投資信託を保有さ

れる受益者との公平性を確保するために、換金される方にご負担いただくもので、信託財産に繰り入

れられます。

信託報酬（しんたくほうしゅう）

信託財産から、ファンドの運営にかかわる委託会社等に対して支払われる報酬です。信託報酬は、

通常、日々の純資産総額に対して定率で差引かれます。ファンドによっては、基本の信託報酬のほ

かに、一般的な定率の信託報酬とは異なる成功報酬を徴収するものもあります。委託会社のファンド

運用に対する報酬、販売会社の収益分配金や償還金の支払等代行業務に対する報酬、受託銀行

のファンド管理・保管に対する報酬などが含まれます。料率の内訳は目論見書に記載されています。

ハイ･ウォーターマーク

ファンドにおける成功報酬の計算において利用される用語です。成功報酬とは、ファンドの運用成果

が比較対象として定められた一定の基準を上回る成果を上げた場合に、その超過収益に対して一定

の割合で徴収される報酬のことで、ファンドから運用会社に対して支払われます。こうした運用成果を

単独の期間だけで見て比較するのではなく、例えばファンドの設定来など長期的な期間に亘って、累

積した収益が過去の最高値を更新しつつ指数等（通常はベンチマーク）の動きを上回る等の条件を

満たした場合にのみ、成功報酬を徴収する方式をハイ・ウォーターマーク方式と呼びます。また、この

ような比較対象となる指数等の動きないしその数値をハイ・ウォーターマークと呼んでいます。

販売会社（はんばいがいしゃ）

主にファンドの募集・販売の取扱い、解約請求の受付、分配金・償還金・換金代金の支払いなどを行
う金融機関を指します。

ファンド・オブ・ファンズ

社団法人投資信託協会が定める証券投資信託の分類で、「主として投資信託証券（証券投資信託受
益証券及び証券投資法人の投資証券（マザー信託を除く。））に投資するもの」です。

ベンチマーク

運用において投資収益目標を設定する際に基準とする指標です。



 

＜信託約款＞ 

信託約款 

 

追加型証券投資信託 

ゴールドマン・サックス 米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド 

（愛称 GS US ニュートラル） 

 

運用の基本方針 

 

 

 信託約款第 18 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。 

 

1. 基本方針 

 この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 

 

2. 運用方法 

(1) 投資対象 

 外国投資信託の受益証券および外国投資証券を主要投資対象とします。 

(2) 運用方針 

① 以下の外国投資信託の受益証券および外国投資証券に投資を行い、信託財産

の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 

1.  アイルランド籍外国投資信託(契約型） 

ゴールドマン・サックス 米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド A クラス(以下「米

国株式マーケット・ニュートラル・ファンド A クラス」といいます。) 

運用方針は、以下のとおりです。 

a. 主として米国株式に投資し、個別銘柄のロング(買い)・ポジションと、ショート

(売り)・ポジションを組み合せることにより、付加価値の実現を図りつつ、同時

に、米国株式市場全体の騰落からの影響を抑えるマーケット・ニュートラル戦

略を行います。 

b. ゴールドマン・サックス・グループが経済合理性を追求することを目的として設

計・開発した計量運用モデルを用いた計量アクティブ運用を行います。 

2.  アイルランド籍外国投資証券 

ゴールドマン・サックス ファンズ・ピー・エル・シー－ゴールドマン・サックス US＄リキッ

ド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス（以

下、「US＄リキッド・リザーブズ・ファンド」といいます。） 

運用方針は、以下のとおりです。 

a. 主に米ドル建ての短期の市場性を有する金融市場証券に分散投資するこ

とにより、元本と流動性を確保しつつ最大限の収益を追求します。 

② 外貨建資産については 100％為替円ヘッジを基本とします。 

③ 1 ヵ月円 LIBOR をベンチマークとします。 
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④ 上記外国投資信託の受益証券および外国投資証券への投資比率は、資金動向

および投資対象となる各ファンドの収益性等を勘案して決定するものとし、原則とし

て、米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド A クラスの組入比率を高位に保つもの

の、各証券への投資比率には制限を設けません。 

⑤ 市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができな

い場合があります。 

⑥ ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーに運用の指図に関する権限を

委託します。 

(3) 投資制限 

① 株式(上記外国投資証券を除きます。)への直接投資は行いません。 

② 上記外国投資信託の受益証券および外国投資証券以外の外貨建資産への直

接投資は行いません。 

③ 上記外国投資信託の受益証券、外国投資証券およびコマーシャル・ペーパー以

外の有価証券への直接投資は行いません。 

④ 有価証券先物取引等の派生商品取引の指図ならびに有価証券の貸付、空売

りおよび借入れの指図は行いません。 

 

3. 収益分配方針 

 年 2 回決算を行い、毎計算期末(毎年 1 月および 7 月の特定日(第 8 条第 1 項に定義さ

れます。)に原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。ただし、第 1 回決算日は

2004 年 1 月 22 日とします。 

① 分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益および売買損益(評価損益を含みま

す。)等の範囲内とします。 

② 分配金額は、委託者が収益分配方針に従って、基準価額水準、市場動向等を勘案し

て決定します。ただし、基準価額水準、市場動向等によっては分配を行わないこともあり

ます。また、基準価額が当初元本を下回る場合においても分配を行うことがあります。 

③ 収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設けず、元本部

分と同様に運用の基本方針に基づき運用を行います。 



 

 

＜信託約款＞ 

追加型証券投資信託 

ゴールドマン・サックス 米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド 

（愛称 GS US ニュートラル） 

信託約款 

 

 

(信託の種類、委託者および受託者) 

第 1 条  この信託は、証券投資信託であり、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会

社を委託者とし、日興シティ信託銀行株式会社を受託者とします。 

 

(信託の目的および金額) 

第 2 条  委託者は、金 1,000 億円1を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受

託者はこれを引き受けます。 

 

(信託金の限度額) 

第 3 条  委託者は、受託者と合意のうえ、金 1,000 億円を限度として信託金を追加することが

できます。 

②  追加信託が行われたときは、受託者はその引受けを証する書面を委託者に交付しま

す。 

③  委託者は、受託者と合意のうえ、第 1 項の限度額を変更することができます。 

 

(信託期間) 

第 4 条  この信託の期間は、信託契約締結日から第 38 条第 7 項および第 10 項、第 39 条

第 1 項、第 40 条第 1 項、第 41 条第 1 項または第 43 条第 2 項の規定による信託終

了日または信託契約解約の日までとします。 

 

(募集の方法、受益証券の取得申込みの勧誘の種類) 

第 5 条  委託者は、この信託について、証券取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる募集を行い

ます。 

②  この信託に係る受益証券の取得申込みの勧誘は、投資信託及び投資法人に関する

法律第 2 条第 13 項で定める公募により行われます。 

 

(当初の受益者) 

第 6 条  この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益証

券取得申込者とし、第 7 条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、

取得申込者に帰属します。 

 

(受益権の分割および再分割) 

第 7 条  委託者は、第 2 条の規定による受益権については、1,000 億口を上限とする口数に、

                             
1 30 億円に満たない場合は、委託者の裁量により設定を中止することがあります。 
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追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第 8 条第 2 項の追

加口数に、それぞれ均等に分割します。 

②  委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。 

 

(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法) 

第 8 条  追加信託は、原則として毎月 18 日(ただし、日本における営業日であり、かつ英国証

券取引所、ニューヨーク証券取引所もしくはアイルランド証券取引所の休業日またはロン

ドン、ニューヨークもしくはダブリンの銀行の休業日ではない日を、以下「ファンド営業日」と

し、毎月 18 日がファンド営業日でないときは、翌ファンド営業日とします。)の 2 ファンド営

業日後を特定日とし、当該特定日の翌営業日にこれを行うものとします。 

②  前項における追加信託金は、特定日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益証

券の口数を乗じた額とします。 

③  この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券

を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信

託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下｢純資産総額｣といいます。)を計

算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表

示の有価証券(以下｢外貨建有価証券｣といいます。)、預金その他の資産をいいます。

以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における当日の対顧客電信売買相

場の仲値によって計算します。 

④  第 20 条に規定する予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客

先物売買相場の仲値によるものとします。 

 

(信託日時の異なる受益権の内容) 

第 9 条  この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 

 

(受益証券の発行および種類) 

第 10 条  委託者は、第 7 条の規定により分割された受益権を表示する無記名式の受益証券を

発行します。 

②  委託者が発行する受益証券は、1 口の整数倍の口数を表示した受益証券とします。 

③  第 1 項の規定により発行された受益証券は、委託者の指定する証券会社(証券取引

法第 2 条第 9 項に規定する証券会社をいい、外国証券業者に関する法律第 2 条第

2 号に規定する外国証券会社を含みます。以下同じ。)または登録金融機関(証券取引

法第 65 条の 2 第 3 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)と別に定める

ゴールドマン・サックス 米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド自動けいぞく投資約款

(別の名称で同様の権利義務を規定する約款を含みます。)に従って取得申込者が結ん

だ契約(以下｢別に定める契約｣といいます。)に基づいて大券をもって混蔵保管されるた

め、委託者は受益者の請求に基づく記名式の受益証券への変更を行いません。 

 

(受益証券の発行についての受託者の認証) 

第 11 条  委託者は、前条の規定により受益証券を発行するときは、その発行する受益証券がこ

の信託約款に適合する旨の受託者の認証を受けなければなりません。 



 

＜信託約款＞ 

②  前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益証券に記載し記名捺印すること

によって行います。 

 

(受益証券の申込単位および価額等) 

第 12 条  委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、第 10 条の規定により発行され

る受益証券を、委託者の指定する証券会社または登録金融機関と別に定める契約を

結んだ取得申込者に対し、当該証券会社もしくは登録金融機関が別途定める単位を

もって取得の申込みに応じることができるものとします。なお、取得申込みの受付けは、特

定日の 5 営業日前までとします。ただし、第 35 条第 1 項に規定する収益分配金の再

投資にかかる追加信託金の申込みに限ってはその後であってもこれを受付けるものとしま

す。 

②  前項の受益証券の価額は、特定日の基準価額に、当該基準価額に 2.00％を上限と

して委託者の指定する証券会社および登録金融機関が別途定める率を乗じて得た手

数料ならびに当該手数料に対する消費税および地方消費税(以下｢消費税等｣といいま

す。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申

込みにかかる受益証券の価額は、1 口につき 1 円に、1 円に 2.00％を上限として委託者

の指定する証券会社および登録金融機関が定める率を乗じて得た手数料ならびに当該

手数料に対する消費税等に相当する金額を加算した価額とします。 

③ [削除] 

④  前各項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投

資する場合は、1 口の整数倍をもって取得の申込みに応じることができるものとします。そ

の場合の受益証券の売却価額は、原則として第 29 条に規定する各計算期間終了日

の基準価額とします。 

⑤  前各項の規定にかかわらず、委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、毎

月 18 日（ファンド営業日でない場合は、翌ファンド営業日。）の 2 ファンド営業日後（本

項において「当該日」といいます。）において証券取引所における取引の停止その他合理

的な事情(コンピューターの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が

不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含

みます。)があると委託者が判断したときは、当該日の 5 営業日前までにすでに受付けた

取得申込みを取消すことができます。この場合、委託者がかかる合理的な事情がなくなっ

たと判断した後の最初の基準価額の計算日の 5 営業日後を特定日とします。さらに、当

該日の前営業日から 4 営業日前までの期間において、かかる合理的な事情があると委

託者が判断したときにも、取得申込みの取消しおよび特定日の変更につき、上記の取扱

いが準用されるものとします。 

 

(受益証券の再交付) 

第 13 条  委託者は、受益証券を喪失した受益者が、委託者の定める手続によって、当該受益

証券の公示催告による除権判決の謄本を添え再交付を請求したときは、受益証券を再

交付します。 

 



 

＜信託約款＞ 

(受益証券を毀損した場合等の再交付) 

第 14 条  委託者は、受益証券を毀損または汚損した受益者が、受益証券を添え再交付を請

求したときは、委託者の定める手続により受益証券を再交付します。ただし、真偽を鑑別

しがたいときは、前条の規定を準用します。 

 

(受益証券の再交付の費用) 

第 15 条  委託者は、受益証券を再交付するときは、受益者に対して実費を請求することができ

ます。 

 

(投資の対象とする資産の種類) 

第 16 条  この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 

1. 次に掲げる特定資産(｢特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第

2 条第 1 項で定めるものをいいます。以下同じ。) 

ｲ. 有価証券 

ﾛ. 金銭債権 

ﾊ. 約束手形(証券取引法第 2 条第 1 項第 8 号に掲げるものを除きます。) 

ﾆ. 金銭を信託する信託の受益権のうち、有価証券の性質を有しないもの 

2. 次に掲げる特定資産以外の資産 

ｲ. 為替手形 

 

(運用の指図範囲等) 

第 17 条  委託者は、信託金を、主として次の外国投資信託の受益証券、外国投資証券および

有価証券に投資することを指図します。 

1. ゴールドマン・サックス 米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド A クラス 

2. ゴールドマン・サックス ファンズ・ピー・エル・シー－ゴールドマン・サックス US＄リキッド・

リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス 

3. コマーシャル・ペーパー 

②  委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運

用することを指図することができます。 

1. 預  金 

2. 指定金銭信託 

3. コール・ローン 

4. 手形割引市場において売買される手形 

③  第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への

対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項に掲げる

金融商品により運用することの指図ができます。 

 

(運用の基本方針) 

第 18 条  委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針に従って、その

指図を行います。 

 



 

＜信託約款＞ 

(運用の権限委託) 

第 19 条  委託者は、運用の指図に関する権限を次の者に委託します。 

商    号： ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー 

所 在 地： アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市 

②  前項の委託を受けた者が受ける報酬は、別に定める取り決めに基づく金額が委託者か

ら原則として毎月支払われるものとし、信託財産からの直接的な支弁は行いません。 

③  第 1 項の規定にかかわらず、第 1 項により委託を受けた者が、法律に違反した場合、

この信託約款の違反となる運用の指図に関する権限の行使をした場合、信託財産に重

大な損失を生ぜしめた場合、その他の理由により必要と認められる場合には、委託者

は、運用の指図に関する権限の委託を中止し、またはその委託内容を変更することがで

きます。 

 

(外国為替予約の運用指図) 

第 20 条  委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨

建資産についての為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約を指図するこ

とができます。 

②  前項の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合

計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。

ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予

約取引の指図については、この限りではありません。 

③  前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える

額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図を

するものとします。 

 

(保管業務の委任等) 

第 21 条  受託者は、委託者と協議のうえ、信託財産に属する資産を外国で保管する場合に

は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、

これを委任することができます。 

②  保管費用は、受益者の負担とし、信託財産中より支弁します。 

 

(有価証券等の保管) 

第 22 条  受託者は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預

託し保管させることができます。 

 

(信託財産の表示および記載の省略) 

第 23 条  信託財産に属する有価証券については、実務上可能であり、かつ委託者または受託

者が必要と認める場合のほか、信託の表示および記載をしません。 

 

(有価証券売却等の指図) 

第 24 条  委託者は、信託財産に属する外国投資信託の受益証券にかかる信託契約の一部解



 

＜信託約款＞ 

約の請求および有価証券の売却等の指図ができます。 

 

(再投資の指図) 

第 25 条  委託者は、前条の規定による一部解約の代金、売却代金、有価証券にかかる償還

金等、外国投資信託の受益証券にかかる収益分配金、外国投資証券の清算分配

金、有価証券等にかかる利子等、外国投資証券の配当金およびその他の収入金を再

投資することの指図ができます。 

 

(資金の借入れ) 

第 26 条  委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、信託財産

において一部解約金の支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために

借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の

支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の

指図をすることができ、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指

図することができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとし

ます。 

②  一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払

開始日から信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間、受益者への

解約代金支払開始日から信託財産で保有する金融商品の解約代金入金日までの間

または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還

金の入金日までが 5 営業日以内である場合のその期間とし、資金借入額は当該有価

証券の売却代金、金融商品の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度

とします。 

③  収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日

からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 

④  借入金の利息および融資枠の設定に要する費用は信託財産中より支弁します。 

 

(損益の帰属) 

第 27 条  委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者

に帰属します。 

 

(受託者等による資金の立替え) 

第 28 条  信託財産に属する有価証券について、借替、転換、外国投資証券の発行または投資

口の割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすること

ができます。 

②  信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、外国投資証券の清算分配金、有価

証券等にかかる利子等、外国投資証券の配当金およびその他の未収入金で、信託終

了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、委託者、受託者または第三者がこれ

を立替えて信託財産に繰り入れることができます。 

③  前 2 項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつ

ど別にこれを定めます。ただし、前 2 項の立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財
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産中から支弁します。 

 

(信託の計算期間) 

第 29 条  この信託の計算期間は、毎年 1 月の特定日の翌日から 7 月の特定日までおよび 7 月

の特定日の翌日から翌年 1 月の特定日までとすることを原則とします。なお、第 1 計算

期間は 2003 年 8 月 29 日から 2004 年 1 月 22 日までとします。 

 

(信託財産に関する報告) 

第 30 条  受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、こ

れを委託者に提出します。 

②  受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成し

て、これを委託者に提出します。 

 

(信託事務の諸費用) 

第 31 条  信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬、印

刷費用、郵送費用、公告費用、格付費用、受益証券の管理事務に関連する費用、

受益証券作成に関する費用等を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支

弁します。信託財産に関する租税についても、受益者の負担とし、信託財産中から支弁

します。信託事務の処理等に要する諸費用、信託財産に関する租税、受託者等の立

替えた立替金の利息およびその他信託財産に関する費用(信託報酬および当該信託報

酬に対する消費税等に相当する金額を除きます。)を、以下｢諸経費｣と総称します。 

②  委託者は、前項に定める信託事務の処理等に要する諸費用の支払を信託財産のた

めに行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合委託者は、

現に信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上

限を付することができます。また、委託者は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わり

に、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、実際の費用額にかかわら

ず固定率または固定金額にて信託財産からその支弁を受けることもできます。 

③  前項において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託者は、信託

財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、あらかじめ委託者が定めた範

囲内でかかる上限、固定率または固定金額を変更することができます。 

④  第 2 項において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額

は、第 29 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上

されます。かかる諸費用は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁しま

す。なお、第 1 回目の計算期末は 2004 年 1 月 22 日です。 

 

(信託報酬の額および支弁の方法) 

第 32 条  委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 29 条に規定する計算期間を通じて毎

日、信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 95 の率を乗じて得た額とします。 

②  前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するもの

とし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。なお、第 1 回目の計算期末は

2004 年 1 月 22 日です。 
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③  第 1 項の信託報酬に対する消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信

託財産中から支弁します。 

 

(成功報酬の額および支弁の方法) 

第 33 条  委託者は、前条に規定する信託報酬（以下、本条において「基本報酬」といいます。）

に加えて、特定日の基準価額(基本報酬控除後であり、本条に規定する成功報酬控除

前であるものとします。なお、本条に基づく成功報酬の計算においては、収益の分配がな

された場合にもその影響は排除されるものとします。)が、以下に定める方法で計算される

価額(以下｢ハイ・ウォーターマーク｣といいます。)を超えた場合には、当該超過額に対して

25％の率を乗じて得た額(以下｢成功報酬｣といいます。)を受領します。ある特定日(以下

｢当該特定日｣といいます。)におけるハイ・ウォーターマークは、直前の特定日のハイ・ウォー

ターマークに対し、直前の特定日の 1 ヵ月円 LIBOR(1 年を 360 日として計算)により、直

前の特定日の翌営業日から当該特定日までの期間計算される額を加算して得られる価

額とします。上記にかかわらず、ある特定日において成功報酬が受領された場合において

は、爾後のハイ・ウォーターマークの計算においては、かかる特定日のハイ・ウォーターマーク

は、基本報酬控除後かつ当該成功報酬控除後でありかつ収益の分配が行われた場合

の収益分配後の基準価額とします。ただし、信託契約締結日以後最初の特定日におけ

るハイ・ウォーターマークの計算においては、直前の特定日のハイ・ウォーターマークとは 1

口につき 1 円を、直前の特定日とは信託契約締結日を意味するものとします。 

②  前項の成功報酬は毎計算期末または信託終了の時信託財産中から支弁するものと

します。 

③  第 1 項の成功報酬は、前条に定める信託報酬の一部として計上します。前条を除き、

この約款において｢信託報酬｣という場合には、第 1 項の成功報酬を含むものとします。 

④  第 1 項の成功報酬に対する消費税等に相当する金額を成功報酬支弁の時に信託

財産中から支弁します。 

⑤  第 1 項の特定日は、第 12 条第 5 項の規定に従うものとします。 

 

(収益の分配) 

第 34 条  信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 

1. 配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下｢配当等

収益｣といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に対する消費税等

に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、

次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることが

できます。 

2. 売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下｢売買益｣といいます。)は、諸経

費、信託報酬および当該信託報酬に対する消費税等に相当する金額を控除し、

繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配

することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積

み立てることができます。 

②  毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。 
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(収益分配金の再投資ならびに償還金および一部解約金の支払い) 

第 35 条  委託者は、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金を委託者の

指定する証券会社および登録金融機関に交付します。この場合、委託者の指定する証

券会社および登録金融機関は、別に定める契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益

分配金の再投資にかかる受益証券の売り付けを行います。 

②  委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、受益者がその有する受益証券

の全部もしくは一部の口数について、あらかじめ計算期間を指定し、前項の収益分配金

の再投資にかかる受益証券の取得申込を中止することを申出た場合においては、前項

の規定にかかわらず、当該受益証券に帰属する収益分配金を当該計算期間終了のつ

ど受益者に支払います。 

③  前項の場合、収益分配金は、当該計算期間の終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指

定する日から委託者の指定する証券会社および登録金融機関を通じて受益者に支払

います。 

④  償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいい

ます。以下同じ。)は、信託終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証券と

引換えに委託者の指定する証券会社および登録金融機関を通じて受益者に支払いま

す。 

⑤  一部解約金は、原則として特定日から起算して 5 営業日目から委託者の指定する証

券会社および登録金融機関を通じて受益者に支払います。 

⑥  前 4 項に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指

定する証券会社および登録金融機関の営業所等において行うものとします。本条に定め

る受益者への支払いについては、委託者は当該証券会社または登録金融機関に対す

る支払いをもって免責されるものとします。かかる支払いがなされた後は、当該収益分配

金、償還金および一部解約金は、源泉徴収されるべき税額(および委託者が一定期間

経過後当該証券会社または登録金融機関より回収した金額があればその金額)を除

き、受益者の計算に属する金銭となるものとします。 

⑦  収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金(所得税法施行令第 27

条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益証券の価額と元本との差額をい

います。)は、原則として、各受益者毎の信託時の受益証券の価額等に応じて計算さ

れ、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとし

ます。本項に規定する｢各受益者毎の信託時の受益証券の価額等｣とは、原則として、

各受益者毎の信託時の受益証券の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重

平均され、収益分配のつど調整されるものとします。 

⑧  この信託約款の他の規定にかかわらず、万一委託者の指定する証券会社または登録

金融機関が本条に定める受益者への支払を怠ったことにより委託者が損害を被った場合

には、委託者に過失がない場合に限り、受託者の承諾を得て委託者は信託財産よりそ

の損害の賠償を受けることができます。 

 

(収益分配金および償還金の時効) 

第 36 条  受益者が、収益分配金については毎計算期間の終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指

定する支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないとき、および信託終了による償還
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金について前条第 4 項に規定する支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないとき

は、その権利を失い、委託者が受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。 

 

(収益分配金、償還金および一部解約金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責) 

第 37 条  受託者は、収益分配金については第 35 条第 1 項または第 3 項に規定する支払開始

日までに、償還金については第 35 条第 4 項に規定する支払開始日の前日までに、一

部解約金については第 35 条第 5 項に規定する支払日までに、その全額を委託者に交

付します。 

②  受託者は、前項の規定により委託者に収益分配金、償還金および一部解約金を交

付した後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 

 

(信託の一部解約) 

第 38 条  受益者は、特定日において、自己の有する受益証券につき、委託者に当該特定日を

一部解約実行の請求日として、1 口単位をもって一部解約の実行を請求することができ

ます。なお、一部解約実行の請求の受付けは、特定日の 5 営業日前までとします。 

②  委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、本条第 11 項に規

定する場合を除きこの信託契約の一部を解約します。 

③  第 1 項の一部解約の価額は、特定日の基準価額から当該基準価額に 0.20％の率を

乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。 

④  受益者が、第 1 項の一部解約の実行の請求をするときは、委託者の指定する証券会

社または登録金融機関に対し、受益証券をもって行うものとします。 

⑤  委託者は、毎月 18 日（ファンド営業日でない場合は、翌ファンド営業日。）の 2 ファンド

営業日後（本項において「当該日」といいます。）において、証券取引所における取引の

停止その他合理的な事情(コンピューターの誤作動等により決済が不能となった場合、基

準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが

生じた場合等を含みます。)があるときは、当該日の 5 営業日前までにすでに受け付けた

一部解約の実行の請求を保留または取消すことができます。なお、この場合、第 12 条

第 5 項の通り、委託者がかかる事情がなくなったと判断した後の最初の基準価額の計算

日の 5 営業日後を特定日とします。さらに、当該日の前営業日から 4 営業日前までの

期間において、かかる合理的な事情があると委託者が判断したときにも、一部解約の実

行の請求の保留または取消しおよび特定日の変更につき、上記の取扱いが準用されるも

のとします。 

⑥  前項により一部解約の実行の請求が保留された場合には、受益者は保留された一部

解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者が変更後の特定日の 5 営業日前ま

でにその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益証券の一部解約の

価額は、前項により定められる日を特定日として第 3 項の規定に準じて計算された価額

とします。 

⑦  委託者は、信託契約の一部を解約することにより、この信託にかかる受益権の総口数

が 30 億口を下回ることとなった場合には、受託者と協議のうえ、あらかじめ監督官庁に届

け出ることにより、この信託契約を解約し、この信託を終了させることができます。 

⑧  委託者は、前項の事項について、あらかじめ、これを公告し、かつ、知られたる受益者に
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対して書面を交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則

として、公告を行いません。 

⑨  次条第 3 項から第 6 項までの規定は、前項の場合にこれを準用します。この場合にお

いて、次条第 4 項中｢第 1 項｣とあるのは｢第 38 条第 7 項｣と読み替えます。 

⑩  受益者による第 1 項の一部解約の実行の請求に基いてこの信託契約の一部を解約

することにより、この信託にかかる受益権の総口数が 0 となる場合には、委託者は、受託

者と協議のうえ委託者が指定する日をもって、この信託契約を解約し、信託を終了させ

るものとします。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁

に届け出ます。 

⑪  委託者が、前項の解約をするときは、第 1 項に定めるこの信託契約の一部の解約は

行いません。次条第 2 項の規定は、前項の場合にこれを準用します。 

 

(信託契約の解約) 

第 39 条  委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利で

あると認めるとき、または正当な理由があるときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を

解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解

約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

②  委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その

旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、

この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を

行いません。 

③  前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対し

て異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

④  前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の

二分の一を超えるときは、第 1 項の信託契約の解約をしません。 

⑤  委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由

を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。

ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

⑥  第 3 項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生

じている場合であって、第 3 項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交

付を行うことが困難な場合には適用しません。 

 

(信託契約に関する監督官庁の命令) 

第 40 条  委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従

い、信託契約を解約し信託を終了させます。 

②  委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第 44

条の規定に従います。 

 

(委託者の認可取消等に伴う取扱い) 

第 41 条  委託者が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと

きは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 
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②  前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投

資信託委託業者に引継ぐことを命じたときは、この信託は第 44 条第 4 項に該当する場

合を除き、当該投資信託委託業者と受託者との間において存続します。 

 

(委託者の営業の譲渡および承継に伴う取扱い) 

第 42 条  委託者は、営業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に

関する営業を譲渡することがあります。 

②  委託者は、分割により営業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この

信託契約に関する営業を承継させることがあります。 

 

(受託者の辞任および解任に伴う取扱い) 

第 43 条  受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託

者は、第 44 条の規定に従い、新受託者を選任します。 

②  委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を

終了させます。 

③  委託者は、受託者につき以下の事由が生じた場合、受益者の利益のため必要と認め

るときは、法令に従い受託者を解任することができます。受託者の解任に伴う取扱いにつ

いては、前 2 項に定める受託者の辞任に伴う取扱いに準じます。 

1. 支払いの停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理

開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。 

2. 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 

3. 受託者の財産について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたと

き。 

4. 受託者が本信託約款上の重大な義務の履行を怠ったとき。 

5. その他委託者が合理的に判断したときで、受託者の信用力が著しく低下し、委託

者による信託財産の運用または受託者による信託財産の保管に支障をきたすと認

められるとき。 

④  本条に基づき受託者が辞任しまたは解任されたまたは解任されうる場合において、委

託者が本信託約款に定める受託者の義務を適切に履行する能力ある新受託者を選任

することが不可能または困難であるときは、委託者は解任権を行使する義務も新受託者

を選任する義務も負いません。委託者は、本条に基づく受託者の解任または新受託者

の選任についての判断を誠実に行うよう努めるものとしますが、かかる判断の結果解任さ

れなかった受託者または選任された新受託者が倒産等により本信託約款に定める受託

者の義務を履行できなくなった場合には、委託者は、当該判断時において悪意であった

場合を除き、これによって生じた損害について受益者に対し責任を負いません。 

 

(信託約款の変更) 

第 44 条  委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたは正当な理由があるときは、受

託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しよう

とする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。 

②  委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更
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しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約

款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受

益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

③  前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対し

て異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

④  前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の

二分の一を超えるときは、第 1 項の信託約款の変更をしません。 

⑤  委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理

由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付しま

す。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いませ

ん。 

 

(反対者の買取請求権) 

第 45 条  第 39 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場

合において、第 39 条第 3 項または前条第 3 項の一定の期間内に委託者に対して異議

を述べた受益者は、委託者の指定する証券会社または登録金融機関を通じ、受託者

に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができ

ます。 

 

(公  告) 

第 46 条  委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 

 

(信託約款に関する疑義の取扱い) 

第 47 条  この信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託者と受託者との協議により定め

ます。 

 

 

 上記条項により信託契約を締結します。 

 

  信託契約締結日  2003 年 8 月 29 日 

 

 

委託者 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 

 

受託者 日興シティ信託銀行株式会社 
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